
     

令

和

六

年

十

一

月 

        
 

 

令
和
六
年
十
一
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
議
案
第
二
十
五
号 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
頁 

議
案
第
二
十
六
号 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
頁 

議
案
第
二
十
七
号 

 

文
京
区
民
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

９
頁 

議
案
第
二
十
八
号 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る 

条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
二
十
九
号 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三 

十
号 

 

文
京
区
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
三
十
一
号 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
三
十
二
号 

 

文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
三
十
三
号 

 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三
十
四
号 

 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に 

関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三
十
五
号 
 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三
十
六
号 

 

文
京
区
児
童
相
談
所
設
置
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
三
十
七
号 

 

文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三
十
八
号 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
三
十
九
号 

 

児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
四 

十
号 

 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る 

目 
 

 
 

 

次 

11 71 105 109 111 115 171 191 205 207 221 223 



ソ

ン

パ 

協
議
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 
議
案
第
四
十
一
号 

 

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 
議
案
第
四
十
二
号 

 

文
京
区
と
松
坡
区
と
の
姉
妹
都
市
提
携
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四
十
三
号 

 

文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
四
十
四
号 

 

文
京
区
立
小
石
川
図
書
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
四
十
五
号 

 

文
京
区
立
本
郷
図
書
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

 

235 227 231 237 241 239 
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議
案
第
二
十
五
号 

 
 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
又
は
勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、

「
に
よ
る
介
護
時
間
」
の
下
に
「
又
は
勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
幼
稚
園
教
育
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
八

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
「
又
は
当
該
介
護
時
間
」
を
「
、
当
該
介
護
時
間
又
は
当
該
子
育
て

部
分
休
暇
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
又
は
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
、
「
又
は
当

該
介
護
時
間
」
を
「
、
当
該
介
護
時
間
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

子
育
て
部
分
休
暇
制
度
の
新
設
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 



 



7 

 

議
案
第
二
十
六
号 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
、
次

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
六
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

第
十
六
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
）
が
満
六
歳
に
達
す
る
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の
四

月
一
日
か
ら
満
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
当
該
職
員
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日

の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
子
育
て
部
分
休
暇

を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
に
関
し
そ
の
期
間
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
規
則
で
定
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

8 

  
（
説 

 

明
） 

 

子
育
て
部
分
休
暇
制
度
を
新
設
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
二
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
民
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
民
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
民
会
館
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

別
表
第
二
の
一
の
部
動
坂
会
館
の
款
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
民
会
館
条
例
別
表
第
二
の
一
の
部
元
町
多
目
的
室
の
款
に
規
定
す
る
多
目
的
室
の
使
用
に

元

町

多

目

的

室 

東
京
都
文
京
区
本
郷
一
丁
目
一
番
十
九
号 

 

元

町

多

目

的

室 

多

目

的

室 

三
、
七
○
○
円 

四
、
二
○
○
円 

四
、
二
○
○
円 
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係
る
使
用
申
込
み
そ
の
他
の
必
要
な
準
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
説 

 
明
） 

 

元
町
多
目
的
室
を
新
設
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
二
十
八
号 

 
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
） 

第
二
章 

児
童
発
達
支
援 

第
一
節 

基
本
方
針
（
第
五
条
） 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
六
条
―
第
九
条
） 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
十
条
・
第
十
一
条
） 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
十
二
条
―
第
五
十
九
条
） 

第
五
節 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
に
関
す
る
基
準
（
第
六
十
条
―
第
六
十
三
条
） 

第
六
節 

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
に
関
す
る
基
準
（
第
六
十
四
条
―
第
七
十
条
） 

第
三
章 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

第
一
節 

基
本
方
針
（
第
七
十
一
条
） 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
七
十
二
条
・
第
七
十
三
条
） 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
七
十
四
条
） 
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第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
七
十
五
条
―
第
七
十
七
条
） 

第
五
節 

共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
七
十
八
条
） 

第
六
節 

基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
七
十
九
条
―
第
八
十
二
条
） 

第
四
章 
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援 

第
一
節 
基
本
方
針
（
第
八
十
三
条
） 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
八
十
四
条
・
第
八
十
五
条
） 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
八
十
六
条
） 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
八
十
七
条
―
第
九
十
条
） 

第
五
章 

保
育
所
等
訪
問
支
援 

第
一
節 

基
本
方
針
（
第
九
十
一
条
） 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
九
十
二
条
・
第
九
十
三
条
） 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
九
十
四
条
） 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
九
十
五
条
） 

第
六
章 

多
機
能
型
事
業
所
に
関
す
る
特
例
（
第
九
十
六
条
―
第
九
十
八
条
） 

第
七
章 

雑
則
（
第
九
十
九
条
） 

付
則 

第
一
章 

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
十

五
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
法
第
二
十
一
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条
の
五
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
一
項
各
号
並
び
に
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

通
所
給
付
決
定
保
護
者 

法
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
。 

二 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
い
う
。 

三 

指
定
通
所
支
援 
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
支
援
を
い
う
。 

四 

指
定
通
所
支
援
費
用
基
準
額 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。 

五 

通
所
利
用
者
負
担
額 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
二
項
第
二
号
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

掲
げ
る
額
及
び
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療 

（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の

算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
肢
体
不
自
由
児
通
所
医

療
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
を
い
う
。 

六 

基
準
該
当
通
所
支
援 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
通
所
支
援
を
い
う
。 

七 

通
所
給
付
決
定 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
通
所
給
付
決
定
を
い
う
。 

八 

支
給
量 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
七
項
に
規
定
す
る
支
給
量
を
い
う
。 

九 

通
所
給
付
決
定
の
有
効
期
間 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
八
項
に
規
定
す
る
通
所
給
付
決
定
の
有
効
期
間
を
い
う
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000216
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000216
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000216
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000216
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十 

通
所
受
給
者
証 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
九
項
に
規
定
す
る
通
所
受
給
者
証
を
い
う
。 

十
一 

法
定
代
理
受
領 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
十
一
項
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り
区
市
町
村
が
支
払
う
指
定
通
所
支
援
に
要
し
た
費
用
の
額
又
は
法
第
二
十
一
条
の
五
の

二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り
区
市
町
村
が
支
払
う
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
に
要
し
た
費

用
の
額
の
一
部
を
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
が
受
け
る
こ
と
を
い
う
。 

十
二 

共
生
型
通
所
支
援 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
一
項
の
申
請
に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
者
に
よ
る
指
定
通
所
支
援
を
い
う
。 

十
三 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。 

十
四 

多
機
能
型
事
業
所 

第
五
条
に
規
定
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
、
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
、
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
及
び
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定

保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
並
び
に
東
京
都
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
五
十
五
号
。
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
十

七
条
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
の
事
業
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
四
十
条
に
規
定
す
る
指
定
自
立
訓
練

（
機
能
訓
練
）
の
事
業
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
の

事
業
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
六
十
条
に
規
定
す
る
指
定
就
労
移
行
支
援
の
事
業
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
の
事
業
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例

第
百
八
十
四
条
に
規
定
す
る
指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
事
業
の
う
ち
二
以
上
の
事
業
を
一
体
的
に
行
う
事
業
所
（
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
に
規
定
す
る
事
業
の
み
を
行
う
事
業
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
一
般
原
則
） 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000331
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001680
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001962
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000002148
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j140
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j140
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j150
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j150
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j171
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j171
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j171
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j184
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j184
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html?id=j184
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004365.html
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第
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
の
意
向
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の

他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
通
所
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
障
害

児
に
対
し
て
指
定
通
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ
効
果
的
に
指
定
通
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障
害
児
の
意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
て
、

常
に
当
該
障
害
児
の
立
場
に
立
っ
た
指
定
通
所
支
援
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
地
域
及
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運
営
を
行
い
、
都
道
府
県
、
区
市
町
村
、
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総

合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
行

う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障
害
児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止

等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
者
） 

第
四
条 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
者
は
、
法
人
か
つ
文
京
区
暴
力
団
排
除
条
例
（
平

成
二
十
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
関
係
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い
う
。
）

で
な
い
も
の
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
あ
っ
て
は
、
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
も

の
）
と
す
る
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000585
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第
二
章 

児
童
発
達
支
援 

第
一
節 

基
本
方
針 

（
基
本
方
針
） 

第
五
条 
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
障
害
児
が
日
常
生
活

に
お
け
る
基
本
的
動
作
及
び
知
識
技
能
を
習
得
し
、
並
び
に
集
団
生
活
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
障
害
児
の
身
体

及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
し
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
治
療
（
上

肢
、
下
肢
又
は
体
幹
の
機
能
の
障
害
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業

所 

（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
指
導
員
（
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年 

 
 

月
文
京
区
条
例
第 

 

 
 

 

号
。
以
下
「
児
童
福
祉
施
設
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
保
育
士 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支

援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

ア
又
は
イ
に
定
め
る
数
以
上 

ア 

障
害
児
の
数
が
十
ま
で
の
も
の 

二
以
上 

イ 

障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
る
も
の 

二
に
、
障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
て
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て
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得
た
数
以
上 

二 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
児
童
福
祉
施
設
基
準
条
例
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
） 

一
以
上 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
ほ
か
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を

行
う
場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
（
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
（
人
工
呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理
、
喀
痰
吸
引
そ
の
他
こ
ど
も
家
庭
庁
長

官
が
定
め
る
医
療
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場

合
に
は
看
護
職
員
（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対

し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合 

二 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の

三
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀
痰
吸
引
等
（
同
法
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、

当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
喀
痰
吸
引
等
業
務 

（
同
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合 

三 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
（
同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
を
い

う
。
次
条
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事

業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
（
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。
次
条
及
び

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 
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第
七
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合 

３ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
又
は
看
護
職
員
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
「
機
能
訓
練

担
当
職
員
等
」
と
い
う
。
）
を
置
い
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
が
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ

の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
場
合
に
は
、
当
該
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の

数
を
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
（
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障

害
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
の
う
ち
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能

訓
練
を
行
わ
な
い
時
間
帯
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
の
機
能
訓
練
担
当
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

嘱
託
医 

一
以
上 

二 

看
護
職
員 

一
以
上 

三 

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士 

一
以
上 

四 

機
能
訓
練
担
当
職
員 

一
以
上 

五 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

５ 

第
一
項
第
一
号
及
び
前
二
項
の
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又

は
複
数
の
障
害
児
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

６ 

第
一
項
第
一
号
の
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の
数
を
含
め
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号
の
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の

合
計
数
の
半
数
以
上
は
、
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
専
任
か
つ
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001694
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９ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に

入
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障

が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児

を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
児
童
発
達
支

援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

嘱
託
医 

一
以
上 

二 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士 

ア 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
、
通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を
四
で
除
し

て
得
た
数
以
上 

イ 

児
童
指
導
員 

一
以
上 

ウ 

保
育
士 

一
以
上 

三 

栄
養
士 

一
以
上 

四 

調
理
員 

一
以
上 

五 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
ほ
か
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
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行
う
場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
を
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
は
看
護
職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対

し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合 

二 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀
痰
吸
引
等
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受

け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
行
う
場
合 

三 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け

た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
を
行
う
場
合 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
従
業
者
の
ほ
か
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
治
療
を
行
う
場
合
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る

診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
従
業
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
を
置
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の
数
を
児
童
指

導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の
数
を
含
め
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
ア
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の

総
数
の
半
数
以
上
は
、
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
一
項
第
二
号
ア
及
び
次
項
の
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又

は
複
数
の
障
害
児
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

７ 

第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
職

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 
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https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000415
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000415


21 

務
に
従
事
す
る
者
又
は
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
一
項
第
三
号
の
栄
養
士
及
び
同
項
第
四
号
の
調
理
員
に
つ
い
て

は
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

第
三
項
に
規
定
す
る
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
障
害
児
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
を
除
き
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社

会
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に

入
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障

が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
管
理
者
） 

第
八
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
管
理
上
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
児
童
発

達
支
援
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
さ
せ
、
又
は
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
以
外
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
従
た
る
事
業
所
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
特
例
） 

第
九
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

お
け
る
主
た
る
事
業
所
（
次
項
に
お
い
て
「
主
た
る
事
業
所
」
と
い
う
。
）
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う
事
業
所
（
次
項
に
お

い
て
「
従
た
る
事
業
所
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

従
た
る
事
業
所
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
た
る
事
業
所
及
び
従
た
る
事
業
所
の
従
業
者
（
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
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者
を
除
く
。
）
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
は
、
常
勤
か
つ
専
ら
当
該
主
た
る
事
業
所
又
は
従
た
る
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
設
備
） 

第
十
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
発
達
支
援
室
の
ほ
か
、
指
定
児

童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
発
達
支
援
室
は
、
支
援
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
及
び
備
品
等
は
、
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
一
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

発
達
支
援
室
、
遊
戯
室
、
屋
外
遊
戯
場
（
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
）
、

医
務
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
便
所
、
静
養
室
並
び
に
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
治
療
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
設
備
（
医
務
室
を
除
く
。
）
に
加
え
て
、

医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

発
達
支
援
室 

ア 

定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
と
す
る
こ
と
。 

イ 

障
害
児
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

二 

遊
戯
室 

障
害
児
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000517
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000517
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000517
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000517
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000538
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000538
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000538
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000538
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４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
二
項
に
掲
げ
る
設
備
を
除
き
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施

設
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
利
用
定
員
） 

第
十
二
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
は
、
そ
の
利
用
定
員
を
十
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通

わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
利
用
定
員
を
五
人
以

上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

第
十
三
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
が
指
定
児
童
発
達
支
援
の
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
以
下
「
利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に

応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
当
該
利
用
申
込
者
に
対
し
、
第
四
十
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
の
概
要
、
従
業
者
の
勤
務
体
制

そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当

該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
の
開
始
に
つ
い
て
当
該
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
交

付
を
行
う
場
合
は
、
利
用
申
込
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
契
約
支
給
量
の
報
告
等
） 

第
十
四
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る
と
き
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
内
容
、
通

所
給
付
決
定
保
護
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
契
約
し
た
指
定
児
童
発
達
支
援
の
量
（
次
項
に
お
い
て
「
契
約
支
給
量
」
と
い
う
。
）

そ
の
他
の
必
要
な
事
項
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
通
所
受
給
者
証
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
通
所
給
付
決
定
保
護
者

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000538
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000538
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000547
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000547
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000547
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000547
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の
通
所
受
給
者
証
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
契
約
支
給
量
の
総
量
は
、
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
支
給
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
利
用
に
係
る
契
約
を
し
た
と
き
は
、
通
所
受
給
者
証
記
載
事
項
そ
の

他
の
必
要
な
事
項
を
通
所
給
付
決
定
を
行
っ
た
区
市
町
村
（
以
下
「
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
対
し
遅
滞
な
く

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
通
所
受
給
者
証
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

第
十
五
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

（
連
絡
調
整
に
対
す
る
協
力
） 

第
十
六
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
利
用
に
つ
い
て
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
又
は
障
害
児
相
談

支
援
事
業
を
行
う
者
（
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
連
絡
調
整
に
、
で
き

る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対
応
） 

第
十
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
（
当
該
指
定
児
童
発
達
支

援
事
業
所
が
通
常
時
に
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る
地
域
を
い
う
。
第
四
十
条
第
六
号
及
び
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
等
を
勘
案
し
、
利
用
申
込
者
に
係
る
障
害
児
に
対
し
自
ら
適
切
な
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
た
場
合
は
、
適
当
な
他
の
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
等
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
受
給
資
格
の
確
認
） 

第
十
八
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
提

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000751
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001178
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示
す
る
通
所
受
給
者
証
に
よ
っ
て
、
通
所
給
付
決
定
の
有
無
、
通
所
給
付
決
定
を
さ
れ
た
指
定
通
所
支
援
の
種
類
、
通
所
給
付
決

定
の
有
効
期
間
、
支
給
量
等
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
援
助
） 

第
十
九
条 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
通
所
給
付
決
定
を
受
け
て
い
な
い
者
か
ら
利
用
の
申
込

み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
意
向
を
踏
ま
え
て
速
や
か
に
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援

助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
通
所
給
付
決
定
に
通
常
要
す
べ
き
標
準
的
な
期
間
を
考
慮
し
、

通
所
給
付
決
定
の
有
効
期
間
の
終
了
に
伴
う
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
申
請
に
つ
い
て
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
） 

第
二
十
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か

れ
て
い
る
環
境
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
と
の
連
携
等
） 

第
二
十
一
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
、
区
市
町
村
、
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
は
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
適
切

な
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
都
道
府
県
、
区
市
町
村
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録
） 
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第
二
十
二
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
日
、

内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
の
都
度
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
際
し
て
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
指
定
児
童
発
達
支
援

を
提
供
し
た
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
の
支
払
の
範
囲
等
） 

第
二
十
三
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
、
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
が
直
接
通
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
の
便
益
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
額
並
び
に
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
金
銭
の
支
払

を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
通
所
利
用
者
負
担
額
の
受
領
） 

第
二
十
四
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
当
該
指
定

児
童
発
達
支
援
に
係
る
通
所
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護

者
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
費
用
基
準
額 

二 

治
療
を
行
う
場
合 

前
号
に
掲
げ
る
額
の
ほ
か
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
う
ち
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
（
食
事
療
養

（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000818
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000818
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000828
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000828
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000843
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000843
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000861
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000861
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000852
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000852
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000852
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000852
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000856
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000856
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000852
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000852
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３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
指
定
児
童
発
達
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に

要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
の
各
号
（
第
一
号
に
あ
っ
て
は
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用 

二 

日
用
品
費 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
児
童
発
達
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に

お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ

る
も
の 

４ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収

証
を
当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
第
三
項
の
費
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
通
所
給
付
決
定

保
護
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
通
所
利
用
者
負
担
額
に
係
る
管
理
） 

第
二
十
五
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
通
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が
同
一
の
月
に
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者

が
提
供
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
及
び
他
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
が
提
供
す
る
指
定
通
所
支
援
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
障
害
児
の
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
及
び
当
該
他
の
指
定
通
所

支
援
に
係
る
通
所
利
用
者
負
担
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
所
利
用
者
負
担
額
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
及
び
当
該
他
の

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000843
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000843
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000843
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000861
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000861
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指
定
通
所
支
援
の
状
況
を
確
認
の
上
、
通
所
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該

通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
他
の
指
定
通
所
支
援
を
提
供
し
た
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
障
害
児
通
所
給
付
費
の
額
に
係
る
通
知
等
） 

第
二
十
六
条 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
に
よ
り
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
肢

体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障

害
児
通
所
給
付
費
及
び
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
費
用
の
額

の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
児
童
発
達
支
援
の
内
容
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載

し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
を
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
児
童
発
達
支
援
の
取
扱
方
針
） 

第
二
十
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
計
画
に
基
づ
き
、
障
害
児
の
心
身

の
状
況
等
に
応
じ
て
、
そ
の
者
の
支
援
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
が
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と

な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び

通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
た
め
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
通
所
給
付

決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
対
し
、
支
援
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
指
定
児
童
発
達
支
援
（
治
療
に

係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
保
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
質
の

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000845
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000972
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000972
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000924
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000924
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評
価
及
び
そ
の
改
善
の
適
切
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
領

域
を
含
む
総
合
的
な
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
提
供
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
質
の
評
価
及
び
改
善
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
た
上
で
、
自
ら
評

価
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
己
評
価
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障

害
児
の
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
評
価
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保

護
者
評
価
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
、
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
意
向
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他

の
事
情
を
踏
ま
え
た
支
援
を
提
供
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
の
状
況 

二 

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
資
質
の
向
上
の
た
め
の
取
組
の
状
況 

三 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
及
び
備
品
等
の
状
況 

四 

関
係
機
関
及
び
地
域
と
の
連
携
、
交
流
等
の
取
組
の
状
況 

五 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の

援
助
の
実
施
状
況 

六 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法
及
び
非
常
災
害
対
策 

七 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
係
る
業
務
の
改
善
を
図
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況 

７ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
お
お
む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
自
己
評
価
及
び
保
護
者
評
価
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
改
善

の
内
容
を
、
保
護
者
に
示
す
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000924
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000924
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000929
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000929
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第
二
十
八
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
指
定
児
童
発
達
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
前
条
第

四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
明
確
に
し
た
指
定
児
童
発
達
支
援
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。
）
を
策
定
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
障
害
児
の
地
域
社
会
へ
の
参
加
及
び
包
摂
の
推
進
） 

第
二
十
九
条 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
が
指
定
児
童
発
達
支
援
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
保
育
、
教
育

等
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
児
童
が
共
に
成
長
で
き
る
よ

う
、
障
害
児
の
地
域
社
会
へ
の
参
加
及
び
包
摂
（
以
下
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成
等
） 

第
三
十
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
通
所
支
援
計

画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を

担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、

そ
の
有
す
る
能
力
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
及
び
日
常
生
活
全
般
の
状
況
等
の
評
価
を
通
じ
て
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障

害
児
の
希
望
す
る
生
活
並
び
に
課
題
等
の
把
握
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、

障
害
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
、
心
身
と
も

に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
障
害
児
の
発
達
を
支
援
す
る
上
で
の
適
切
な
支
援
内
容
の
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
面
接
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
面
接
の
趣
旨
を
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
対

し
て
十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000918
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000918
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000918


31 

４ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
支
援
内
容
の
検
討
結
果
に
基
づ
き
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害

児
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
障
害
児
に
対
す
る
総
合
的
な
支
援
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、
生
活
全
般
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め

の
課
題
、
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
指
定
児
童
発
達
支

援
の
具
体
的
内
容
、
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
児
童
発
達
支
援
計
画

の
原
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
児
の
家
族
に
対
す
る
援
助
及
び
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援

事
業
所
が
提
供
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
以
外
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
も
含
め
て
児
童
発
達
支
援

計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の

利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る
体
制
を
確
保
し
た
上
で
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
担
当
者
等
を

招
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て

行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
開
催
し
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
対
し
、

当
該
児
童
発
達
支
援
計
画
に
つ
い
て
説
明
し
、
文
書
に
よ
り
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
児
童
発
達
支
援
計
画
を
作
成
し
た
際
に
は
、
当
該
児
童
発
達
支
援
計
画
を
通
所
給
付
決
定
保

護
者
及
び
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
指
定
障
害
児
相
談
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

障
害
児
相
談
支
援
を
い
う
。
）
を
提
供
す
る
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
作
成
後
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
（
障
害
児
に
つ

い
て
の
継
続
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
児
に
つ

い
て
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
し
、
少
な
く
と
も
六
月
に
一
回
以
上
、
児
童
発
達
支
援
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
、

当
該
児
童
発
達
支
援
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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９ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ
て
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ
と

と
し
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
定
期
的
に
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
面
接
す
る
こ
と
。 

二 

定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。 

 
 

第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
八
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
責
務
） 

第
三
十
一
条 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

次
条
に
規
定
す
る
相
談
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。 

二 

他
の
従
業
者
に
対
す
る
技
術
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
相
談
及
び
援
助
） 

第
三
十
二
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
常
に
障
害
児
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の
的
確
な
把
握
に
努

め
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
支
援
） 

第
三
十
三
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
、
障
害
児
の
自
立
の
支
援
と
日
常
生
活
の
充
実
に

資
す
る
よ
う
、
適
切
な
技
術
を
も
っ
て
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
が
日
常
生
活
に
お
け
る
適
切
な
習
慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
社
会
生
活
へ
の
適
応

性
を
高
め
る
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
適
性
に
応
じ
、
障
害
児
が
で
き
る
限
り
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
よ
り
適
切
に
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
常
時
一
人
以
上
の
従
業
者
を
支
援
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
に
対
し
て
、
当
該
障
害
児
に
係
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
負
担
に
よ
り
、
指
定
児

童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
食
事
） 

第
三
十
四
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

い
て
、
障
害
児
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
そ
の
献
立
は
、
で
き
る
限
り
、
変
化
に
富
み
、
障
害
児
の
健
全
な
発
育
に
必
要
な

栄
養
量
を
含
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

食
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
障
害
児
の
身
体
的
状
況
及
び
嗜
好

を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
は
、
障
害
児
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
社
会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
等
） 

第
三
十
五
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
教
養
娯
楽
設
備
等
を
備
え
る
ほ
か
、
適
宜
障
害
児
の
た
め
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

行
事
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
常
に
障
害
児
の
家
族
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
健
康
管
理
） 

第
三
十
六
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
児

し 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001031
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童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
常
に
障
害
児
の
健
康
の
状
況
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
通
所
す
る
障
害
児
に
対

し
、
通
所
開
始
時
の
健
康
診
断
、
少
な
く
と
も
一
年
に
二
回
の
定
期
健
康
診
断
及
び
臨
時
の
健
康
診
断
を
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
に
規
定
す
る
健
康
診
断
に
準
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
健
康
診
断
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
児
童
発
達
支
援

事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
結
果
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
従
業
者
の
健
康
診
断
に
当
た
っ
て
は
、

綿
密
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
緊
急
時
等
の
対
応
） 

第
三
十
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
は
、
現
に
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
障
害
児
に
病

状
の
急
変
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合
は
、
速
や
か
に
医
療
機
関
へ
の
連
絡
を
行
う
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
関
す
る
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
へ
の
通
知
） 

第
三
十
八
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
を
受
け
て
い
る
障
害
児
に
係
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
が
偽

り
そ
の
他
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
障
害
児
通
所
給
付
費
若
し
く
は
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
の

障
害
児
が
通
学
す
る
学
校
に
お
け
る
健
康
診
断 

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
障
害
児
の
通
所
開
始
前
の
健
康

診
断 

定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断 

通
所
す
る
障
害
児
に
対
す
る
障
害
児
の
通
所
開
始
時
の
健
康

診
断 
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支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
そ
の
旨
を
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
者
の
責
務
） 

第
三
十
九
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
及
び
業
務
の
管
理
そ
の
他

の
管
理
を
、
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
に
こ
の
章
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
運
営
規
程
） 

第
四
十
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
（
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

三 

営
業
日
及
び
営
業
時
間 

四 

利
用
定
員 

五 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
内
容
並
び
に
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
額 

六 

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域 

七 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

八 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

九 

非
常
災
害
対
策 

十 

事
業
の
主
た
る
対
象
と
す
る
障
害
の
種
類
を
定
め
た
場
合
に
は
当
該
障
害
の
種
類 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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十
一 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十
二 

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
） 

第
四
十
一
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
に
対
し
、
適
切
な
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
に
よ
っ

て
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性

的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
従
業
者
の

就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
四
十
二
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
児
童
発
達
支

援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行

う
も
の
と
す
る
。 
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（
定
員
の
遵
守
） 

第
四
十
三
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
利
用
定
員
及
び
発
達
支
援
室
の
定
員
を
超
え
て
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
四
十
四
条 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非

常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に

従
業
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
四
十
五
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
当

該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
設
備
の
安
全
点
検
、
従
業
者
、
障
害
児
等
に
対
す
る
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
従
業
者
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）

を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定

期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
通
所
給
付
決
定
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
通

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
四
十
六
条 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
障
害
児
の
移

動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ

ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程

度
に
障
害
児
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車

に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
障
害
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
障

害
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
四
十
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
使
用
す
る
設
備
及
び
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に

努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
健
康
管
理
等
に
必
要
と
な
る
機
械
器
具
等
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延

し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る

委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る

こ
と
。 

三 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

（
協
力
医
療
機
関
） 

第
四
十
八
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
（
治
療
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
は
、
障
害
児
の
病
状
の
急
変
等
に
備
え
る
た
め
、
あ

ら
か
じ
め
、
協
力
医
療
機
関
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
掲
示
） 

第
四
十
九
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
従
業
者

の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
備
え
付
け
、

か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
身
体
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
五
十
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
又
は
他
の
障
害
児
の
生
命
又

は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
障
害
児
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
身
体
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
や
む
を
得
ず
身
体
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
障
害
児
の

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001110
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001110
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001110
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001110
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３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
身
体
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三 

従
業
者
に
対
し
、
身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
五
十
一
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
は
、
障
害
児
に
対
し
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
障
害
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
五
十
二
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
及
び
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
障
害
児
又

は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
及
び
管
理
者
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
障
害

児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施

設
等
を
い
う
。
）
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
障
害
者
総
合
支
援
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
等
に
対
し
て
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
関
す
る

情
報
を
提
供
す
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
に
よ
り
当
該
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
の
同
意
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
の
提
供
等
） 

第
五
十
三
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
が
、
こ
れ
を
適
切
か
つ
円
滑

に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
実
施
す
る
事
業
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
虚

偽
の
も
の
又
は
誇
大
な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
利
益
供
与
等
の
禁
止
） 

第
五
十
四
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
若
し
く
は
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
八
項
に
規

定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
等
」
と
い

う
。
）
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
当
該
指
定
児
童
発
達

支
援
事
業
者
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
等
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
か
ら
、

障
害
児
又
は
そ
の
家
族
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
解
決
） 

第
五
十
五
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
児
童
発
達
支
援
に
関
す
る
障
害
児
又
は
通
所
給
付
決
定
保
護

者
そ
の
他
の
当
該
障
害
児
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001182
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001182
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置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
苦
情
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
児
童
発
達
支
援
に
関
し
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
区
長
が
行
う
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら
の
質
問
若

し
く
は
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
障
害
児
又
は
通
所
給
付

決
定
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
障
害
児
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
区
長
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
区
長
か
ら
指
導

又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
区
長
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
改
善
の
内
容
を
区
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に

よ
り
行
う
調
査
又
は
あ
っ
せ
ん
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
五
十
六
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及

び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
児
童
発
達
支

援
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
の
障
害
児
の
福
祉
に
関
し
、
障
害
児
若
し
く
は
そ
の
家
庭
又

は
当
該
障
害
児
が
通
い
、
在
学
し
、
若
し
く
は
在
籍
す
る
保
育
所
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定

す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関

す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001190
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001190
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認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
児
童
が
集
団
生
活
を
営
む
施
設
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
故
発
生
時
の
対
応
） 

第
五
十
七
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

速
や
か
に
区
、
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
（
区
以
外
の
区
市
町
村
が
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
当
該

障
害
児
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
、
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合

は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
会
計
の
区
分
） 

第
五
十
八
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
経
理
を
区
分
す
る
と
と
も
に
、
指
定
児
童
発

達
支
援
の
事
業
の
会
計
を
そ
の
他
の
事
業
の
会
計
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
録
の
整
備
） 

第
五
十
九
条 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
当

該
指
定
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
必
要
な
事
項
の
提
供
の
記
録 

二 

児
童
発
達
支
援
計
画 
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三 

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
通
所
給
付
決
定
区
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録 

四 

第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
拘
束
等
の
記
録 

五 
第
五
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録 

六 

第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録 

第
五
節 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
に
関
す
る
基
準 

（
共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
生
活
介
護
事
業
者
の
基
準
） 

第
六
十
条 

児
童
発
達
支
援
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
（
以
下
「
共
生
型
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
指
定
生
活

介
護
事
業
者
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
第
六
十
八
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
事
業
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

指
定
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定
生
活
介
護
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
基
準
条
例
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者
の
数
を
指
定
生
活
介
護
の
利
用
者

の
数
及
び
共
生
型
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
障
害
児
の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業

所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
障
害
児
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
障
害
児
入
所
施
設
そ
の
他
の
関

係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

（
共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
通
所
介
護
事
業
者
等
の
基
準
） 

第
六
十
一
条 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
通
所
介
護
事
業
者
（
東
京
都
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
」

と
い
う
。
）
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
又
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
（
文

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001063
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001125
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001192
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001223
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001429
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001429


45 

京
区
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
三
月
文
京
区
条

例
第
九
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着

型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
（
第
六
十
九
条
に
お
い
て
「
指
定
通
所
介
護
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
に
関
し
て

満
た
す
べ
き
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い

う
。
）
又
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
六
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
食
堂
及
び
機
能
訓

練
室
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
一
条
第
一
項
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
六
十
条
の
五
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
を
い
う
。
第
六
十
九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
面
積
を
、
指
定
通
所
介

護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
九
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
を
い
う
。
）
又
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介

護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
六
十
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
い
う
。
）
（
以
下
「
指

定
通
所
介
護
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
の
数
と
共
生
型
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
障
害
児
の
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
面

積
が
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
が
提
供
す
る
指
定
通
所
介
護
等
の
利
用
者

の
数
を
指
定
通
所
介
護
等
の
利
用
者
の
数
及
び
共
生
型
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
障
害
児
の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合

に
お
け
る
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
障
害
児
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
障
害
児
入
所
施
設
そ
の
他
の
関

係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

（
共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
基
準
） 

第
六
十
二
条 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
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準
条
例
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
百
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
（
第
七
十
条
に
お
い
て
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
介

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
（
文
京
区
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
、

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
五
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
が
当
該
事
業
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
条
例
第
百
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
又
は
指
定
介

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
「
指
定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
登
録
定
員
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
登
録
者
（
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
九
十
三
条
第
一
項
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
者
を
い
う
。
）
の
数
と
共
生
型
生
活
介
護
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
条
例
第
九
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
共
生
型
生
活
介
護
を
い
う
。
）
、
共
生
型
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
（
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
四
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
共
生
型
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
を
い
う
。
）
若
し
く
は

共
生
型
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
五
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
共
生
型
自
立
訓

練
（
生
活
訓
練
）
を
い
う
。
）
又
は
共
生
型
児
童
発
達
支
援
若
し
く
は
共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
第
七
十
八
条
に
規
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47 

定
す
る
共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
（
以
下
「
共
生
型
通
い
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
た
め
に

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
登
録
を
受
け
た
障
害
者
及
び
障
害
児
の
数
の
合
計
数
の
上
限
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二
十
九
人
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第

七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条
例
第
百
九
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
七

十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
を
い
う
。
）
（
以
下
「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
十
八
人
）

以
下
と
す
る
こ
と
。 

二 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
が
提
供
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条
例
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
）
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
百
九
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
）
（
第

七
十
条
に
お
い
て
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
等
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い

う
。
）
の
う
ち
通
い
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
九
十
三
条
第
一

項
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
利
用
定
員
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
数
と
共
生
型
通
い
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
障
害
者
及
び
障
害
児
の
数
の
合
計
数
の
一
日
当
た
り
の
上
限
を
い
う
。
）
を
登
録
定
員
の
二
分
の
一
か
ら
十
五

人
（
登
録
定
員
が
二
十
五
人
を
超
え
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
あ
っ
て
は
登
録
定
員
に
応
じ
て
、
次
の
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表
に
定
め
る
利
用
定
員
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
あ
っ
て
は
十
二
人
）
ま
で
の
範
囲
内

と
す
る
こ
と
。 

 

 

  

 

三 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
居
間
及
び
食
堂
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
七
条
第
二

項
第
一
号
若
し
く
は
第
百
九
十
七
条
第
二
項
第
一
号
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
九
条
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
居
間
及
び
食
堂
を
い
う
。
）
は
、
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
う
る
適
当
な
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。 

四 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
が
提

供
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数
を
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数
並
び
に
共
生
型
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
障
害
者
及
び
障

害
児
の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
三
条
若
し
く
は
第
百
九
十

三
条
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

五 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
障
害
児
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
障
害
児
入
所
施
設
そ
の
他
の
関

係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

 

（
準
用
） 

第
六
十
三
条 

第
五
条
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
前
節
（
第
十
二
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

第
六
節 

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
に
関
す
る
基
準 

 

二
十
九
人 

二
十
八
人 

二
十
六
人
又
は
二
十
七
人 

登
録
定
員 

十
八
人 

十
七
人 

十
六
人 

利
用
定
員 

 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000331
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000485
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000499
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000576
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000576
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000731
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（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
十
四
条 

児
童
発
達
支
援
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下
「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者

（
以
下
「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事

業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士 

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
基
準

該
当
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
又
は
イ
に
定
め
る
数
以
上 

ア 

障
害
児
の
数
が
十
ま
で
の
も
の 

二
以
上 

イ 

障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
る
も
の 

二
に
、
障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
て
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て

得
た
数
以
上 

二 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

 

２ 

前
項
第
一
号
の
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
単
位
は
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又
は
複

数
の
障
害
児
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に

入
園
し
て
い
る
児
童
と
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に

支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
設
備
） 

第
六
十
五
条 

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
は
、
発
達
支
援
を
行
う
場
所
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援

の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

前
項
に
規
定
す
る
発
達
支
援
を
行
う
場
所
は
、
支
援
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
及
び
備
品
等
は
、
専
ら
当
該
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
利
用
定
員
） 

第
六
十
六
条 
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
は
、
そ
の
利
用
定
員
を
十
人
以
上
と
す
る
。 

（
準
用
） 

第
六
十
七
条 

第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
四
節
（
第
十
二
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第

一
項
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
並
び
に
第
五
十
六
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
指
定
生
活
介
護
事
業
所
に
関
す
る
特
例
） 

第
六
十
八
条 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
た
指
定
生
活
介
護
事
業
者
が
地
域
に
お
い
て
児
童
発
達
支
援
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
等
に
よ
り
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
障
害
児
に
対
し
て
指
定
生
活
介
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
生

活
介
護
を
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
、
当
該
指
定
生
活
介
護
を
行
う
指
定
生
活
介
護
事
業
所
を
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業

所
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
節
（
前
条
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
準
用

す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。 

一 

当
該
指
定
生
活
介
護
事
業
所
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定
生
活
介
護
の
利
用
者
の

数
を
指
定
生
活
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
指
定
生
活
介
護
を

受
け
る
障
害
児
の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

二 

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
指
定
生
活
介
護
を
受
け
る
障
害
児
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001385
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001385
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001385
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001385
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000331
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000485
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000576
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000731
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000843
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000874
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000891
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000891
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001020
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001043
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001213
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000845
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000869
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ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
障
害
児
入
所
施
設
そ
の
他
の
関
係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

（
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
六
十
九
条 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
た
指
定
通
所
介
護
事
業
者
等
が
地
域
に
お
い
て
児
童
発
達
支
援
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
等
に
よ
り
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
障
害
児
に
対
し
て
指
定
通
所
介
護
等
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
指

定
通
所
介
護
等
を
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
、
当
該
指
定
通
所
介
護
等
を
行
う
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
を
基
準
該
当
児
童
発

達
支
援
事
業
所
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
節
（
第
六
十
七
条
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第

六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。 

一 

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
の
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
の
面
積
を
、
指
定
通
所
介
護
等
の
利
用
者
の
数
と
こ
の
条
の
規
定

に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
指
定
通
所
介
護
等
を
受
け
る
障
害
児
の
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
面
積
が

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
が
提
供
す
る
指
定
通
所
介
護
等
の
利

用
者
の
数
を
指
定
通
所
介
護
等
の
利
用
者
の
数
及
び
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
指
定
通

所
介
護
等
を
受
け
る
障
害
児
の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
と
し
て
必
要
と
さ

れ
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
指
定
通
所
介
護
等
を
受
け
る
障
害
児
に
対
し
て
適
切
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
障
害
児
入
所
施
設
そ
の
他
の
関
係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
十
条 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
等
が
地
域
に
お
い
て
児
童
発
達
支
援
が
提
供

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
よ
り
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
障
害
児
に
対
し
て
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
等

の
う
ち
通
い
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000845
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000869
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000869
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除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
、
当
該

通
い
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
（
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
節
（
第
六

十
七
条
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。 

一 

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
登
録
定
員
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
登
録

者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
三
条
第
一
項
又
は
第
百
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
者
を
い
う
。
）

の
数
と
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
生
活
介
護
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ

ス
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
と
み
な

さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立

訓
練
（
生
活
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
通

い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
み
な

さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
登
録
を
受
け
た
障
害
者
及
び

障
害
児
の
数
の
合
計
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二
十
九
人
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
又
は
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
十
八
人
）
以
下
と

す
る
こ
と
。 

二 

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
（
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
等
の
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
数
と
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当

生
活
介
護
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
基
準

該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
五
十
八

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000845
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000869
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000869
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条
の
二
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準

該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準

該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
障
害
者
及
び
障
害
児
の
数
の
合
計
数
の
一
日
当
た
り

の
上
限
を
い
う
。
）
を
登
録
定
員
の
二
分
の
一
か
ら
十
五
人
（
登
録
定
員
が
二
十
五
人
を
超
え
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
等
に
あ
っ
て
は
登
録
定
員
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
利
用
定
員
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
所
又
は
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
十
二
人
）
ま
で
の
範
囲
内
と

す
る
こ
と
。 

     

三 

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
居
間
及
び
食
堂
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
七
条

第
二
項
第
一
号
又
は
第
百
九
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
居
間
及
び
食
堂
を
い
う
。
）
は
、
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
う

る
適
当
な
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。 

四 

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等

が
提
供
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数
を
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
九

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
生
活
介
護
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
四

十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
又

 

二
十
九
人 

二
十
八
人 

二
十
六
人
又
は
二
十
七
人 

登
録
定
員 

十
八
人 

十
七
人 

十
六
人 

利
用
定
員 
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は
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

る
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
障
害
者
及
び
障
害
児

の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
八
十
三
条
又
は
第
百
九
十
三
条
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

五 

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
障
害
児
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
障
害
児
入
所
施
設
そ
の
他
の
関
係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

第
三
章 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

第
一
節 

基
本
方
針 

（
基
本
方
針
） 

第
七
十
一
条 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
通
所
支
援
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
事
業

は
、
障
害
児
が
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
い
、
及
び
社
会
と
の
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
障

害
児
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
七
十
二
条 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）

が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員

数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
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の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
又
は
イ
に
定
め
る
数
以
上 

ア 

障
害
児
の
数
が
十
ま
で
の
も
の 

二
以
上 

イ 

障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
る
も
の 

二
に
、
障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
て
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て

得
た
数
以
上 

二 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
ほ
か
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機

能
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
を
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
を
恒
常
的
に
受
け
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
は
看
護
職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障

害
児
に
対
し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合 

二 

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
に
係
る

事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀
痰
吸
引
等
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該

登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
行
う
場
合 

三 

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る

事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登

録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
を
行
う
場
合 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
を
置
い
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
が
指
定
放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
場

合
に
は
、
当
該
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の
数
を
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001700
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001712
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４ 

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に

そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
の
う
ち
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
わ
な
い
時
間
帯
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
の
機
能

訓
練
担
当
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

嘱
託
医 
一
以
上 

二 

看
護
職
員 
一
以
上 

三 

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士 

一
以
上 

四 

機
能
訓
練
担
当
職
員 
一
以
上 

五 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

５ 

第
一
項
第
一
号
及
び
前
二
項
の
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
は
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
そ
の

提
供
が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
障
害
児
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

６ 

第
一
項
第
一
号
の
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の
数
を
含
め
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号
の
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の

合
計
数
の
半
数
以
上
は
、
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
専
任
か
つ
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
七
十
三
条 

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
設
備
） 

第
七
十
四
条 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
、
発
達
支
援
室
の
ほ
か
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
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な
設
備
及
び
備
品
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
に
規
定
す
る
発
達
支
援
室
は
、
支
援
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
及
び
備
品
等
は
、
専
ら
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
利
用
定
員
） 

第
七
十
五
条 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
、
そ
の
利
用
定
員
を
十
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
と
し
て
重
症
心
身

障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
利
用
定
員
を
五
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
通
所
利
用
者
負
担
額
の
受
領
） 

第
七
十
六
条 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
際
は
、
通
所
給
付
決
定
保

護
者
か
ら
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
通
所
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
際
は
、

通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
、
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
通
所
支
援
費
用
基
準
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。 

３ 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
通
所

給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
額
の
支
払
を
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。 

４ 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
前
三
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を
当

該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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５ 

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
第
三
項
の
費
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
通
所

給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
七
十
七
条 
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
五

十
五
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
中
「
い
う
。
第
四
十
条
第
六
号
及
び
第
五
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
い
う
。
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
条
第
六
号
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

七
十
六
条
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条
第

一
項
、
第
三
十
条
及
び
第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
節 

共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準 

（
準
用
） 

第
七
十
八
条 

第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第

三
十
七
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
六

条
の
規
定
は
、
共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
六
節 

基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
七
十
九
条 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
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の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
基

準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士 

基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら

当
該
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
障

害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
又
は
イ
に
定
め
る
数
以
上 

ア 

障
害
児
の
数
が
十
ま
で
の
も
の 

二
以
上 

イ 

障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
る
も
の 

二
に
、
障
害
児
の
数
が
十
を
超
え
て
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て

得
た
数
以
上 

二 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

２ 

前
項
第
一
号
の
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
は
、
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供

が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
障
害
児
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

（
設
備
） 

第
八
十
条 

基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
、
発
達
支
援
を
行
う
場
所
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
基
準
該
当
放
課
後

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
発
達
支
援
を
行
う
場
所
は
、
支
援
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
及
び
備
品
等
は
、
専
ら
当
該
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
利
用
定
員
） 

第
八
十
一
条 

基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
、
そ
の
利
用
定
員
を
十
人
以
上
と
す
る
。 

（
準
用
） 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001898
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001898
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001898
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001898


 

60 

第
八
十
二
条 

第
八
条
、
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三

十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
か

ら
第
七
十
一
条
ま
で
及
び
第
七
十
六
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

第
四
章 
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援 

第
一
節 
基
本
方
針 

（
基
本
方
針
） 

第
八
十
三
条 

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
（
以
下
「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の

事
業
は
、
障
害
児
が
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
動
作
及
び
知
識
技
能
を
習
得
し
、
並
び
に
生
活
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
当
該
障
害
児
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
行

う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
八
十
四
条 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ

の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

訪
問
支
援
員 

事
業
規
模
に
応
じ
て
訪
問
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数 

二 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
訪
問
支
援
員
は
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
若
し
く
は
保
育
士
の
資
格

を
取
得
後
又
は
児
童
指
導
員
若
し
く
は
心
理
担
当
職
員
（
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
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大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、

個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。
）
と
し

て
配
置
さ
れ
た
日
以
後
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
及
び
当
該
障
害
児
の
介
護
を
行

う
者
に
対
し
て
介
護
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
又
は
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
及
び
知
識
技
能
の
習
得
、
生
活
能
力

の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
支
援
そ
の
他
の
支
援
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
援
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
並
び
に
当
該
障
害
児

の
支
援
を
行
う
者
に
対
し
て
支
援
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
そ
の
他
職
業
訓
練
若
し
く
は
職
業
教
育
に
係
る
業
務
に
三
年
以
上

従
事
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
専
ら
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事

業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
八
十
五
条 

第
八
条
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

中
「
た
だ
し
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
た
だ
し
、
第
八
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
訪
問
支
援
員
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
併
せ
て
兼
ね
る
場
合
を
除
き
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
設
備
） 

第
八
十
六
条 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
は
、
事
業
の
運
営
を
行
う
た
め
に
必
要
な
広
さ
を
有
す
る
専
用
の
区
画

を
設
け
る
ほ
か
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
設
備
及
び
備
品
等
は
、
専
ら
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 
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（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
） 

第
八
十
七
条 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
初
回
訪
問
時
及
び
障

害
児
又
は
通
所
給
付
決
定
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
障
害
児
の
家
族
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
す
べ
き
旨
を
指
導
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
所
利
用
者
負
担
額
の
受
領
） 

第
八
十
八
条 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
通
所
給
付
決

定
保
護
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
通
所
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
た
際

は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
、
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
費
用
基
準
額
の
支
払
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
選
定
に
よ
り

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
（
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
が
通
常
時
に
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
提

供
す
る
地
域
を
い
う
。
次
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る

場
合
は
、
そ
れ
に
要
し
た
交
通
費
の
額
の
支
払
を
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
三
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を

当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
第
三
項
の
交
通
費
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対

し
、
そ
の
額
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
規
程
） 

第
八
十
九
条 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
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業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 
従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

三 

営
業
日
及
び
営
業
時
間 

四 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
内
容
並
び
に
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
額 

五 

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域 

六 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

七 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

八 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

九 

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
準
用
） 

第
九
十
条 

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
、

第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
、
第
四

十
二
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条

か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九
条
」
と
、
第
十
七
条
中
「
い
う
。
第
四
十
条
第
六
号
及
び
第
五
十
六

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
」

と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三

十
条
及
び
第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
、
第

三
十
条
第
四
項
中
「
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
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る
の
は
「
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
」
と
、
第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
章 

保
育
所
等
訪
問
支
援 

第
一
節 

基
本
方
針 

（
基
本
方
針
） 

第
九
十
一
条 

保
育
所
等
訪
問
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
（
以
下
「
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
障
害

児
が
障
害
児
以
外
の
児
童
と
の
集
団
生
活
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
障
害
児
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適
切
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
九
十
二
条 

指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事

業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一 

訪
問
支
援
員 

事
業
規
模
に
応
じ
て
訪
問
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数 

二 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
専
ら
当
該
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所
の
職

務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
九
十
三
条 

第
八
条
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
た

だ
し
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
た
だ
し
、
第
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
訪
問
支
援
員
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
児
童
発

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000485
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000492
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000492
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達
支
援
管
理
責
任
者
を
併
せ
て
兼
ね
る
場
合
を
除
き
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
準
用
） 

第
九
十
四
条 

第
八
十
六
条
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
準
用
） 

第
九
十
五
条 

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十

九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
五

条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
か
ら
第

五
十
九
条
ま
で
及
び
第
八
十
七
条
か
ら
第
八
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
九
条
」
と
、

第
十
七
条
中
「
い
う
。
第
四
十
条
第
六
号
及
び
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
」
と
、
第
二
十

三
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
八
条
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二

十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
八
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三

十
条
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
、
第
二
十
七
条
第
六
項
中
「
を
受
け
て
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
当
該
事
業
所
の
訪
問
支
援
員
が
当
該
障
害
児
に
対
し
て
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
訪
問
す
る
施
設

（
以
下
「
訪
問
先
施
設
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
評
価
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
評
価
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
」
と
、
同
項
第
五
号

中
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
当
該
訪
問
先
施
設
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
自

己
評
価
及
び
保
護
者
評
価
」
と
あ
る
の
は
「
自
己
評
価
、
保
護
者
評
価
及
び
訪
問
先
施
設
評
価
」
と
、
「
保
護
者
に
示
す
」
と
あ

る
の
は
「
保
護
者
及
び
訪
問
先
施
設
に
示
す
」
と
、
第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000737
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000824
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000874
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000902
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000918
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000918
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000992
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001034
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001106
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001132
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及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
、
同
条
第
五
項

中
「
担
当
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
担
当
者
及
び
当
該
障
害
児
に
係
る
訪
問
先
施
設
の
担
当
者
等
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
従

業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」
と
、
第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達

支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
章 
多
機
能
型
事
業
所
に
関
す
る
特
例 

（
従
業
者
の
員
数
に
関
す
る
特
例
） 

第
九
十
六
条 

多
機
能
型
事
業
所
（
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
事
業
の
み
を
行
う
多
機
能
型
事
業
所
に
限
る
。
）
に
係
る
事
業
を
行
う

者
に
対
す
る
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
七
条
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十
二
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
八
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第

一
項
中
「
事
業
所
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
同
項
第
一

号
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
の
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と

あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
」

と
、
第
七
条
第
一
項
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
同
項
第
二
号
ア
中
「
指
定
児

童
発
達
支
援
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の

は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
」
と
、
同
条
第
七
項
中

「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
「
指
定
児
童
発
達
支
援
の
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通

所
支
援
の
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
第
七
十

二
条
第
一
項
中
「
事
業
所
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
放



67 

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
」
と
、
第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
事
業
所
（
以
下
「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支

援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
、
第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
事
業
所
（
以
下
「
指
定
保
育
所

等
訪
問
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
す
る
。 

２ 

利
用
定
員
の
合
計
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
多
機
能
型
事
業
所
（
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
事
業
の
み
を
行
う
多
機
能
型
事
業
所
を

除
く
。
）
は
、
第
六
条
第
六
項
及
び
第
七
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
多
機
能
型
事
業
所
に
置
く
べ
き
従
業
者

（
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
、
嘱
託
医
及
び
管
理
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
設
備
に
関
す
る
特
例
） 

第
九
十
七
条 

多
機
能
型
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
一
体
的
に
事
業
を
行

う
他
の
多
機
能
型
事
業
所
の
設
備
を
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
定
員
に
関
す
る
特
例
） 

第
九
十
八
条 

多
機
能
型
事
業
所
（
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
事
業
の
み
を
行
う
多
機
能
型
事
業
所
に
限
る
。
）
は
、
第
十
二
条
及
び

第
七
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
、
当
該
多
機
能
型
事
業
所
が
行
う
全
て
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
通

じ
て
十
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

利
用
定
員
の
合
計
が
二
十
人
以
上
で
あ
る
多
機
能
型
事
業
所
（
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
事
業
の
み
を
行
う
多
機
能
型
事
業
所
を

除
く
。
）
は
、
第
十
二
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
児
童
発
達
支
援
又
は
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
定
員
を
五
人
以
上
（
指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
又
は
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
併
せ
て
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
通
じ
て
五
人
以
上
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
多
機
能
型
事
業
所
は
、
第
十
二
条
及
び
第
七
十
五
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条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
五
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
機
能
型
事
業
所
は
、
主
と
し
て
重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
上
肢
、
下
肢
又
は
体
幹
の

機
能
の
障
害
が
重
複
し
て
い
る
障
害
者
に
つ
き
行
う
生
活
介
護
の
事
業
を
併
せ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
二
条
及
び
第
七

十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
、
当
該
多
機
能
型
事
業
所
が
行
う
全
て
の
事
業
を
通
じ
て
五
人
以
上
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
章 
雑
則 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
九
十
九
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の

条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
四
条
第
一
項
（
第
六
十
三
条
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十

八
条
、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
条
及
び
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
（
第
六
十
三
条
、
第
六

十
七
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
条
及
び
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
、
説
明
、
同
意
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
交
付
等
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
障
害
児
又
は
通
所
給
付
決
定
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該

障
害
児
又
は
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000751
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001808
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001844
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001844
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001844
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001916
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000002080
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000002198
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000000784
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001351
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001409
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001808
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001844
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000001916
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000002080
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000002198
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000002335
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004355.html#e000002335
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電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 
付 
則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
を
定
め
る
た
め
、

本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
二
十
九
号 

 
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
） 

第
二
章 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

第
一
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
五
条
） 

第
二
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
六
条
） 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
七
条
―
第
五
十
五
条
） 

第
三
章 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

第
一
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
六
条
） 

第
二
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
七
条
） 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
一
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
六
十
二
条
） 

付
則 

第
一
章 

総
則 
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（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
九
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
法
第
二
十
四
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
う
ち
法
第
四
十
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
る
も
の
を
い
う
。 

二 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
う
ち
法
第
四
十
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
る
も
の
を
い
う
。 

三 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
を
い
う
。 

四 

指
定
入
所
支
援 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
入
所
支
援
を
い
う
。 

五 

指
定
入
所
支
援
費
用
基
準
額 

指
定
入
所
支
援
に
係
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲

げ
る
額
を
い
う
。 

六 

入
所
利
用
者
負
担
額 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
額
及
び
障
害
児
入
所
医
療

（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
障
害
児
入
所
医
療
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
障
害
児
入
所
医
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療
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
を
い
う
。 

七 

入
所
給
付
決
定 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
入
所
給
付
決
定
を
い
う
。 

八 
入
所
給
付
決
定
保
護
者 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
入
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
。 

九 

給
付
決
定
期
間 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
給
付
決
定
期
間
を
い
う
。 

十 

入
所
受
給
者
証 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
入
所
受
給
者
証
を
い
う
。 

十
一 

法
定
代
理
受
領 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
八
項
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十

四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り
都
道
府
県
（
指
定
都
市
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
を
含
む
。
次
条

第
三
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
支
払
う
指
定
入
所
支
援
に
要
し
た
費
用
の
額
又
は
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
三
項
（
法
第

二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り
都
道
府
県
が
支
払
う
指
定
入
所
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額

の
一
部
を
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
が
受
け
る
こ
と
を
い
う
。 

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
の
意
向
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の

事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
（
以
下
「
入
所
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
障
害
児
（
十
五
歳
以
上
の
障
害
児
に
限
る
。
）
が
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支

援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生

活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
（
以
下
「
移
行
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ

に
基
づ
き
障
害
児
に
対
し
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ



 

74 

の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ
効
果
的
に
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
を
利
用
す
る
障
害
児
の
意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
当

該
障
害
児
の
立
場
に
立
っ
た
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
地
域
及
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運
営
を
行
い
、
都
道
府
県
、
区
市
町
村
、
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
、
他
の
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な

連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
を
利
用
す
る
障
害
児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、

必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
者
） 

第
四
条 

法
第
二
十
四
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め

る
者
は
、
法
人
で
あ
っ
て
、
文
京
区
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

第
一
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下

の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指

定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

嘱
託
医 

一
以
上 

二 

看
護
職
員
（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
） 
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
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設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
又
は
イ
に
定
め
る
数 

ア 

主
と
し
て
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」
と
い
う
。
）
を
入
所
さ
せ
る
指

定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を
二
十
で
除
し
て
得
た
数
以
上 

イ 
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
児
童

を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

一
以
上 

三 

児
童
指
導
員
（
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年 

 
 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

 

号
。
以
下
「
児
童
福
祉
施
設
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
保
育
士 

ア 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数 

⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
数 

⑴ 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を

四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
（
三
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該

数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
） 

⑵ 

主
と
し
て
盲
児
（
強
度
の
弱
視
児
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
ろ
う
あ
児
（
強

度
の
難
聴
児
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
盲
ろ
う
あ
児
」
と
い
う
。
）

を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
（
三
十
五

人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
） 

⑶ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
の
数

を
三
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上 

イ 

児
童
指
導
員 

一
以
上 
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ウ 

保
育
士 

一
以
上 

四 

栄
養
士 

一
以
上 

五 
調
理
員 

一
以
上 

六 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
児
童
福
祉
施
設
基
準
条
例
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
） 

一
以
上 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
ほ
か
、
主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
る
場
合
に
は

医
師
を
、
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
、
心
理
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
障
害
児
五
人
以
上
に
心
理

支
援
を
行
う
場
合
に
は
心
理
担
当
職
員
を
、
職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
心
理
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学

を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
職
務

に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
一
項
第
四
号
の
栄
養
士
及
び
同

項
第
五
号
の
調
理
員
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
設
備
） 

第
六
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
居
室
、
調
理
室
、
浴
室
、
便
所
、
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
三
十
人
未
満
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
っ
て
主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を

入
所
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
医
務
室
を
、
三
十
人
未
満
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
っ
て
主
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と
し
て
盲
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
設
備
の
ほ
か
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施

設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

入
所
し
て
い
る
障
害
児
の
年
齢
、
適
性

等
に
応
じ
た
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
」
と
い
う
。
） 

二 

主
と
し
て
盲
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

遊
戯
室
、
支
援
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
、
音
楽
に

関
す
る
設
備
並
び
に
浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
、
特
殊
表
示
等
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備 

三 

主
と
し
て
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

遊
戯
室
、
支
援
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
及
び

映
像
に
関
す
る
設
備 

四 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

支
援
室
、
屋
外
遊
戯
場
並
び
に
浴
室

及
び
便
所
の
手
す
り
等
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備 

３ 

第
一
項
の
居
室
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

一
の
居
室
の
定
員
は
、
四
人
以
下
と
す
る
こ
と
。 

二 

障
害
児
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
児
又
は
幼
児
（
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
の
み

の
一
の
居
室
の
定
員
は
六
人
以
下
と
し
、
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

四 

入
所
し
て
い
る
障
害
児
の
年
齢
等
に
応
じ
、
男
子
と
女
子
の
居
室
を
別
に
す
る
こ
と
。 

４ 

主
と
し
て
盲
児
又
は
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
そ
の
階
段
の
傾
斜
を
緩
や

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
設
備
（
居
室
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
） 

第
七
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
が
指
定
入
所
支
援
の
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
と
き
は
、
当

該
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
入
所
給
付
決
定
保
護
者
（
以
下
「
利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応

じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
当
該
利
用
申
込
者
に
対
し
、
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
の
概
要
、
従
業
者
の
勤
務
体
制

そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当

該
指
定
入
所
支
援
の
提
供
の
開
始
に
つ
い
て
当
該
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
書
面
の

交
付
を
行
う
場
合
は
、
利
用
申
込
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

第
八
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

（
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
） 

第
九
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
入
所
支
援
の
利
用
に
つ
い
て
都

道
府
県
が
行
う
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対
応
） 

第
十
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
利
用
申
込
者
に
係
る
障
害
児
が
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
場
合
そ
の
他
利
用
申
込
者

に
係
る
障
害
児
に
対
し
自
ら
適
切
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
適
切
な
病
院
又
は
診
療
所
の
紹
介
そ
の
他

の
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
受
給
資
格
の
確
認
） 

第
十
一
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
提
示

す
る
入
所
受
給
者
証
に
よ
っ
て
、
入
所
給
付
決
定
の
有
無
、
給
付
決
定
期
間
等
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
援
助
） 

第
十
二
条 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
給
付
決
定
を
受
け
て
い
な
い
者
か
ら
利
用
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ

の
者
の
意
向
を
踏
ま
え
て
速
や
か
に
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
給
付
決
定
に
通
常
要
す
べ
き
標
準
的
な
期
間
を
考
慮
し
、
給
付
決
定
期
間
の
終
了
に

伴
う
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
申
請
に
つ
い
て
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
） 

第
十
三
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ

て
い
る
環
境
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
居
住
地
の
変
更
が
見
込
ま
れ
る
者
へ
の
対
応
） 

第
十
四
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
居
住
地
の
変
更
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
速

や
か
に
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
入
所
給
付
決
定
を
行
っ
た
都
道
府
県
（
以
下
「
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）

に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
退
所
の
記
録
の
記
載
等
） 

第
十
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
又
は
退
所
に
際
し
て
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
名
称
、
入

所
又
は
退
所
の
年
月
日
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
（
次
項
に
お
い
て
「
入
所
受
給
者
証
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
入
所
給

付
決
定
保
護
者
の
入
所
受
給
者
証
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
受
給
者
証
記
載
事
項
を
遅
滞
な
く
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
に
対
し
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
し
て
い
る
障
害
児
の
数
の
変
動
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
区
及

び
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
（
区
以
外
の
都
道
府
県
が
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録
） 

第
十
六
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
提
供
日
、
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
際
し
て
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
指
定
入
所
支
援
を

提
供
し
た
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
が
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
の
支
払
の
範
囲
等
） 

第
十
七
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
が
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

当
該
金
銭
の
使
途
が
直
接
入
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
の
便
益
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者

に
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
額
並
び
に
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
金
銭
の
支
払

を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
入
所
利
用
者
負
担
額
の
受
領
） 

第
十
八
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
当
該
指
定
入
所

支
援
に
係
る
入
所
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 
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２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者

か
ら
、
当
該
指
定
入
所
支
援
に
係
る
指
定
入
所
支
援
費
用
基
準
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
指
定
入
所
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要

す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
入
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
光
熱
水
費
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付

費
が
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
七

条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
食
費
等
の
基
準
費
用
額
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
三

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
が
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り
当
該
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
令
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
）
を
限
度
と
す
る
。
） 

二 

日
用
品
費 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
入
所
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い

て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の 

４ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領

収
証
を
当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
第
三
項
の
費
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
入
所
給
付
決

定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
入
所
利
用
者
負
担
額
に
係
る
管
理
） 
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第
十
九
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が
同
一
の
月
に
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施

設
が
提
供
す
る
指
定
入
所
支
援
及
び
他
の
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
が
提
供
す
る
指
定
入
所
支
援
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

指
定
入
所
支
援
に
係
る
入
所
利
用
者
負
担
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入
所
利
用
者
負
担
額
合
計
額
」
と
い
う
。
）

を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
入
所
支
援
の

状
況
を
確
認
の
上
、
入
所
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
入
所
給
付
決
定
保

護
者
及
び
当
該
他
の
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
た
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
額
に
係
る
通
知
等
） 

第
二
十
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
に
よ
り
指
定
入
所
支
援
に
係
る
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
を
受

け
た
場
合
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
入
所
給
付
費
の
額
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
第
十
八
条
第
二
項
の
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
入
所
支
援
に
係
る
費
用
の
額
の
支

払
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
入
所
支
援
の
内
容
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し
た
サ
ー

ビ
ス
提
供
証
明
書
を
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
入
所
支
援
の
取
扱
方
針
） 

第
二
十
一
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
支
援
計
画
及
び
移
行
支
援
計
画
に
基
づ
き
、
障
害
児
の
心
身
の
状
況
等
に

応
じ
て
、
そ
の
者
の
支
援
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
が
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
で
き
る
限
り
良
好
な
家
庭
的
環
境
に
お
い
て
指
定
入
所
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
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び
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
た
め
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
は
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
入
所
給
付
決

定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
対
し
、
支
援
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
そ
の
提
供
す
る
指
定
入
所
支
援
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
入
所
支
援
計
画
の
作
成
等
） 

第
二
十
二
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
管
理
者
は
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に
入
所
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
業

務
を
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
入
所
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
そ
の

有
す
る
能
力
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
及
び
日
常
生
活
全
般
の
状
況
等
の
評
価
を
通
じ
て
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児

の
希
望
す
る
生
活
並
び
に
課
題
等
の
把
握
（
以
下
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
児
の
年
齢
及
び
発

達
の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ

る
よ
う
障
害
児
の
発
達
を
支
援
す
る
上
で
の
適
切
な
支
援
内
容
の
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
面
接
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
面
接
の
趣
旨
を
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
対

し
て
十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
支
援
内
容
の
検
討
結
果
に
基
づ
き
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害

児
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
障
害
児
に
対
す
る
総
合
的
な
支
援
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、
生
活
全
般
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め

の
課
題
、
指
定
入
所
支
援
の
具
体
的
内
容
、
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
入

所
支
援
計
画
の
原
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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５ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
入
所
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益

が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る
体
制
を
確
保
し
た
上
で
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
る
担
当
者
等
を
招
集
し
て

行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
も
の

を
含
む
。
）
を
開
催
し
、
入
所
支
援
計
画
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
入
所
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
対
し
、
当

該
入
所
支
援
計
画
に
つ
い
て
説
明
し
、
文
書
に
よ
り
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
入
所
支
援
計
画
を
作
成
し
た
際
に
は
、
当
該
入
所
支
援
計
画
を
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
入
所
支
援
計
画
の
作
成
後
、
入
所
支
援
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
（
障
害
児
に
つ
い
て
の
継

続
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
児
に
つ
い
て
解
決

す
べ
き
課
題
を
把
握
し
、
少
な
く
と
も
六
月
に
一
回
以
上
、
入
所
支
援
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
入
所
支
援
計
画

の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

９ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ
と

と
し
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

定
期
的
に
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
に
面
接
す
る
こ
と
。 

二 

定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。 

 
 

第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
八
項
に
規
定
す
る
入
所
支
援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
移
行
支
援
計
画
の
作
成
等
） 

第
二
十
三
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
管
理
者
は
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
業

務
を
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

10 
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２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
障
害
児
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
支
援
内
容
の
検
討

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
支
援
内
容
の
検
討
結
果
に
基
づ
き
、
障
害
児
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ

の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は

社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
取
組
、
当
該
支
援
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を

記
載
し
た
移
行
支
援
計
画
の
原
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
移
行
支
援
計
画
の
作
成
後
、
移
行
支
援
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
（
障
害
児
に
つ
い
て
の
継

続
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
児
に
つ
い
て
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
し
、
少
な
く
と
も
六
月
に

一
回
以
上
、
移
行
支
援
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
移
行
支
援
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
条
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

６ 

前
条
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
移
行
支

援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
責
務
） 

第
二
十
四
条 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
前
二
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

次
条
に
規
定
す
る
検
討
及
び
必
要
な
援
助
並
び
に
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
相
談
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。 

二 

他
の
従
業
者
に
対
す
る
技
術
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
検
討
等
） 

第
二
十
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
等
に
照
ら
し
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
支
援
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の

他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
障
害
児
が
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
定
期
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
障
害
児
に

対
し
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
障
害
児
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
相
談
及
び
援
助
） 

第
二
十
六
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
常
に
障
害
児
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の
的
確
な
把
握
に

努
め
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
支
援
） 

第
二
十
七
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
、
障
害
児
の
自
立
の
支
援
と
日
常
生
活
の
充
実

に
資
す
る
よ
う
、
適
切
な
技
術
を
も
っ
て
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
日
常
生
活
に
お
け
る
適
切
な
習
慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
社
会
生
活
へ
の
適

応
性
を
高
め
る
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
生
活
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
適
性
に
応
じ
、
障
害
児
が
で
き
る
限
り
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
よ
り
適
切
に
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
常
時
一
人
以
上
の
従
業
者
を
支
援
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
に
対
し
て
、
当
該
障
害
児
に
係
る
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
負
担
に
よ
り
、
当
該

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 
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（
食
事
） 

第
二
十
八
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
、
障
害
児
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
そ
の
献
立
は
、
で
き
る
限
り
、

変
化
に
富
み
、
障
害
児
の
健
全
な
発
育
に
必
要
な
栄
養
量
を
含
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

食
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
障
害
児
の
身
体
的
状
況
及
び
嗜
好

を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
社
会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
等
） 

第
二
十
九
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
教
養
娯
楽
設
備
等
を
備
え
る
ほ
か
、
適
宜
障
害
児
の
た
め
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
行
事
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
行
政
機
関
に
対
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
、
当
該

障
害
児
又
は
そ
の
家
族
が
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て
代
わ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
常
に
障
害
児
の
家
族
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
児
と
そ
の
家
族
と
の
交
流
等
の

機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
健
康
管
理
） 

第
三
十
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
常
に
障
害
児
の
健
康
の
状
況
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
入
所
し
た
障
害
児
に
対
し
、

入
所
時
の
健
康
診
断
、
少
な
く
と
も
一
年
に
二
回
の
定
期
健
康
診
断
及
び
臨
時
の
健
康
診
断
を
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
に
規
定
す
る
健
康
診
断
に
準
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し 
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２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
健
康
診
断
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

同
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施

設
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
結
果
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
の
健
康
診
断
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
入
所
し
て
い
る
者
の
食
事
を
調
理
す
る
者
に
つ

き
、
綿
密
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
緊
急
時
等
の
対
応
） 

第
三
十
一
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
は
、
現
に
指
定
入
所
支
援
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
障
害
児
に
病
状

の
急
変
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合
は
、
速
や
か
に
医
療
機
関
へ
の
連
絡
を
行
う
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
障
害
児
の
入
院
期
間
中
の
取
扱
い
） 

第
三
十
二
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ

て
、
入
院
後
お
お
む
ね
三
月
以
内
に
退
院
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
障
害
児
及
び
当
該
障
害
児
に
係
る
入
所
給
付

決
定
保
護
者
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
便
宜
を
供
与
す
る
と
と
も
に
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
退
院
後
再
び
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
円
滑
に
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
の
管
理
） 

第
三
十
三
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
が
障
害
児
に
係
る
こ
ど
も
家
庭

障
害
児
が
通
学
す
る
学
校
に
お
け
る
健
康
診
断 

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
障
害
児
の
入
所
前
の
健
康
診
断 

定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断 

入
所
し
た
障
害
児
に
対
す
る
障
害
児
の
入
所
時
の
健
康
診
断 
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庁
長
官
が
定
め
る
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
給
付
金
と
し
て
支
払

を
受
け
た
金
銭
を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
当
該
障
害
児
に
係
る
当
該
金
銭
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
障
害
児
に
係
る
金
銭
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
他
の
財
産
と
区
分
す
る
こ
と
。 

二 

障
害
児
に
係
る
金
銭
を
給
付
金
の
支
給
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
。 

三 

障
害
児
に
係
る
金
銭
の
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
記
録
を
整
備
す
る
こ
と
。 

四 

当
該
障
害
児
が
退
所
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
障
害
児
に
係
る
金
銭
を
当
該
障
害
児
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
。 

（
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
関
す
る
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
へ
の
通
知
） 

第
三
十
四
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
を
受
け
て
い
る
障
害
児
に
係
る
入
所
給
付
決
定
保
護
者
が
偽
り

そ
の
他
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付

し
て
そ
の
旨
を
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
等
） 

第
三
十
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
他
の
職
務
に
従
事
さ
せ
、

又
は
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
以
外
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
及
び
業
務
の
管
理
そ
の
他
の
管

理
を
、
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
に
こ
の
章
の
規
定
を
遵
守
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
運
営
規
程
） 



 

90 

第
三
十
六
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
（
第
四

十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

三 

入
所
定
員 

四 

指
定
入
所
支
援
の
内
容
並
び
に
入
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
額 

五 

施
設
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

六 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

七 

非
常
災
害
対
策 

八 

主
と
し
て
入
所
さ
せ
る
障
害
児
の
障
害
の
種
類 

九 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十 

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
） 

第
三
十
七
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
に
対
し
、
適
切
な
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
に
よ
っ
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
適
切
な
指
定
入
所
支
援
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的

な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
従
業
者
の
就
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業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
三
十
八
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援

の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

（
定
員
の
遵
守
） 

第
三
十
九
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
定
員
及
び
居
室
の
定
員
を
超
え
て
入
所
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

災
害
、
虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
四
十
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非

常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に

従
業
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な
訓
練
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
四
十
一
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の

設
備
の
安
全
点
検
、
従
業
者
、
障
害
児
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
の

生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
従
業
者
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に

お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計

画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を

定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
四
十
二
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
障
害
児
の
移

動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
四
十
三
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
使
用
す
る
設
備
及
び
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理

に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
健
康
管
理
等
に
必
要
と
な
る
機
械
器
具
等
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま

ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す

る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

て
、
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す

る
こ
と
。 

三 

当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
、
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
拭

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
協
力
医
療
機
関
等
） 

第
四
十
四
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
病
状
の
急
変
等
に
備
え
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
力
医
療
機
関
を

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
力
歯
科
医
療
機
関
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と

い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種

協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し
き 



 

94 

（
掲
示
） 

第
四
十
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
第
一
項
の
協
力
医
療
機
関
及
び
同
条
第
二
項
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の

サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
備
え

付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
身
体
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
四
十
六
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
障
害
児
又
は
他
の
障
害
児
の
生

命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
障
害
児
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
身
体
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
や
む
を
得
ず
身
体
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
障
害
児

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
身
体
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三 

従
業
者
に
対
し
、
身
体
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
四
十
七
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
は
、
障
害
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
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当
該
障
害
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を

活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ

と
。 

二 

当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
、
従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ

と
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
四
十
八
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
及
び
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
障
害
児

又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
従
業
者
及
び
管
理
者
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
障

害
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
、
障
害
者

総
合
支
援
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
そ
の
他
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
等

に
対
し
て
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
に
よ
り
当
該
障
害
児
又
は
そ
の
家
族

の
同
意
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
の
提
供
等
） 

第
四
十
九
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
入
所
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
が
、
適
切
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か
つ
円
滑
に
入
所
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
が
実
施
す
る
事
業
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行

う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容

を
虚
偽
の
も
の
又
は
誇
大
な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
利
益
供
与
等
の
禁
止
） 

第
五
十
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
八

項
に
規
定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
等
」

と
い
う
。
）
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
障
害
児
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
当
該
指
定
福
祉

型
障
害
児
入
所
施
設
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
等
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
従
業
者
か
ら
、

障
害
児
又
は
そ
の
家
族
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
解
決
） 

第
五
十
一
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
入
所
支
援
に
関
す
る
障
害
児
又
は
入
所
給
付
決
定
保
護
者

そ
の
他
の
当
該
障
害
児
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置

す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
苦
情
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
入
所
支
援
に
関
し
、
法
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

区
長
が
行
う
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら
の
質
問
若
し
く
は
指

定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
障
害
児
又
は
入
所
給
付
決
定
保
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護
者
そ
の
他
の
当
該
障
害
児
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
区
長
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
区
長
か
ら
指
導
又
は
助

言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
区
長
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
改
善
の
内
容
を
区
長
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
行
う
調
査
又
は
あ
っ
せ
ん
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
五
十
二
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携

及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
故
発
生
時
の
対
応
） 

第
五
十
三
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

速
や
か
に
区
、
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
（
区
以
外
の
都
道
府
県
が
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
当
該

障
害
児
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
、
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
会
計
の
区
分
） 

第
五
十
四
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
事
業
の
会
計
を
そ
の
他
の
事
業
の
会
計

と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
記
録
の
整
備
） 

第
五
十
五
条 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
従
業
者
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
に
対
す
る
指
定
入
所
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
当
該

指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

入
所
支
援
計
画
及
び
移
行
支
援
計
画 

二 

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
指
定
入
所
支
援
に
係
る
必
要
な
事
項
の
提
供
の
記
録 

三 

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
入
所
給
付
決
定
都
道
府
県
へ
の
通
知
に
係
る
記
録 

四 

第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
拘
束
等
の
記
録 

五 

第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録 

六 

第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録 

第
三
章 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

第
一
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
五
十
六
条 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
従
業
者 

同
法
に
規
定
す
る
病
院

と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数 

二 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士 

ア 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数 

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴

又
は
⑵
に
定
め
る
数 
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⑴ 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設 

通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
の
数
を
六
・
七
で
除

し
て
得
た
数
以
上 

⑵ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設 

通
じ
て
お
お
む
ね
障
害
児
で
あ

る
乳
幼
児
の
数
を
十
で
除
し
て
得
た
数
及
び
障
害
児
で
あ
る
少
年
の
数
を
二
十
で
除
し
て
得
た
数
の
合
計
数
以
上 

イ 

児
童
指
導
員 

一
以
上 

ウ 

保
育
士 
一
以
上 

三 

心
理
支
援
を
担
当
す
る
職
員 

一
以
上
（
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
（
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
限
る
。
） 

四 

理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士 

一
以
上
（
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
又
は
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指

定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
限
る
。
） 

五 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者 

一
以
上 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
ほ
か
、
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
（
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る

も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
障
害
児
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
を
除
き
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の

社
会
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
が
、
療
養
介
護
（
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
障
害
者
総
合
支
援
法
第
二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
指
定

入
所
支
援
と
療
養
介
護
と
を
同
一
の
施
設
に
お
い
て
一
体
的
に
提
供
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
指
定
障
害
福
祉
サ
ー



 

100 

ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
五
十
五
号
。
次
条
第
五
項

に
お
い
て
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を

も
っ
て
、
前
三
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
設
備
） 

第
五
十
七
条 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。 

二 

支
援
室
及
び
浴
室
を
有
す
る
こ
と
。 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号

に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
義
肢
装
具
を
製
作
す
る
設
備
に
あ
っ
て
は
、
他
に
適
当
な
設

備
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設 

静
養
室 

二 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設 

屋
外
遊
戯
場
、
ギ
ブ
ス
室
、
特
殊
手

工
芸
等
の
作
業
を
支
援
す
る
の
に
必
要
な
設
備
、
義
肢
装
具
を
製
作
す
る
設
備
並
び
に
浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
等
身
体
の
機

能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備 

３ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
そ
の
階
段
の
傾
斜
を
緩
や
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
が
提
供
す
る
指
定
入
所
支
援
の

用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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５ 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
が
、
療
養
介
護
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
指
定
入
所

支
援
と
療
養
介
護
と
を
同
一
の
施
設
に
お
い
て
一
体
的
に
提
供
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
条

例
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
設
備
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
入
所
利
用
者
負
担
額
の
受
領
） 

第
五
十
八
条 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
当
該
指
定
入

所
支
援
に
係
る
入
所
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者

か
ら
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
指
定
入
所
支
援
に
係
る
指
定
入
所
支
援
費
用
基
準
額 

二 

当
該
障
害
児
入
所
支
援
の
う
ち
障
害
児
入
所
医
療
に
係
る
も
の
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額 

３ 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
指
定
入
所
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要

す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
入
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

日
用
品
費 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
入
所
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

４ 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
三
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を
当
該
費
用

の
額
を
支
払
っ
た
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

102 

５ 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
第
三
項
の
費
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
入
所
給
付
決

定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
障
害
児
入
所
給
付
費
の
額
に
係
る
通
知
等
） 

第
五
十
九
条 
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
に
よ
り
指
定
入
所
支
援
に
係
る
障
害
児
入
所
給
付
費
又
は
障
害

児
入
所
医
療
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
入
所

給
付
費
及
び
障
害
児
入
所
医
療
費
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
条
第
二
項
の
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
入
所
支
援
に
係
る
費
用
の
額
の
支
払
を

受
け
た
場
合
は
、
そ
の
提
供
し
た
指
定
入
所
支
援
の
内
容
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し
た
サ
ー
ビ
ス

提
供
証
明
書
を
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
協
力
歯
科
医
療
機
関
） 

第
六
十
条 

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
（
主
と
し
て
自
閉
症
児
を
受
け
入
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
力
歯

科
医
療
機
関
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
六
十
一
条 

第
七
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条

ま
で
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
及
び
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
八
条
」
と
、
第

三
十
一
条
中
「
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
専
門
医
療
機
関
」
と
、
第
三
十
四
条
中
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
と
あ
る
の
は

「
障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
障
害
児
入
所
医
療
費
」
と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
協
力
医
療
機
関
及
び
同
条
第

二
項
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
条
の
協
力
歯
科
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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第
四
章 

雑
則 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
六
十
二
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例

の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
一
条
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
（
前

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面

に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
、
説
明
、
同
意
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
交
付
等
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
障
害
児
又
は
入
所
給
付
決
定
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該

障
害
児
又
は
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、

電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
説 

 

明
） 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
を
定
め
る
た
め
、
本
案
を

提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
号 

 
 

 

文
京
区
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
区
長
の
附
属
機
関
と
し
て
、
文
京
区
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
二
条 

審
査
会
は
、
区
長
の
諮
問
に
応
じ
、
法
第
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
行
い
、
区
長
に
意
見
を
述
べ
る
も

の
と
す
る
。 

（
組
織
） 

第
三
条 

審
査
会
は
、
委
員
六
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

審
査
会
の
委
員
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
関
し
知
見
を
有
す
る
医
師
そ
の
他
の
関
係
者
の
う
ち
か
ら
、
区
長
が
委
嘱
す
る
。 

（
委
員
の
任
期
） 

第
四
条 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

（
会
長
） 

第
五
条 

審
査
会
に
会
長
を
置
く
。 
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２ 

会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

３ 
会
長
は
、
審
査
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

４ 
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
会
議
） 

第
六
条 

審
査
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

審
査
会
は
、
委
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
会
議
の
非
公
開
） 

第
七
条 

審
査
会
の
会
議
は
、
非
公
開
と
す
る
。 

（
委
員
以
外
の
者
の
出
席
等
） 

第
八
条 

審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
に
出
席
を
求
め
て
そ
の
意
見
若
し
く
は
説
明
を
聴
き
、
又

は
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
守
秘
義
務
） 

第
九
条 

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。 

（
庶
務
） 

第
十
条 

審
査
会
の
庶
務
は
、
保
健
衛
生
部
予
防
対
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
審
査
会
が
定
め
る
。 

 

付 

則 
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こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 
明
） 

 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
文
京
区
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
を
設
置
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 

別
表
第
一

24
の
２
の
項
中
「
第
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
」

に
、
「
、
当
該
部
分
ご
と
に
、
次
項
」
を
「
当
該
部
分
ご
と
に

24
の
３
の
項
」
に
、
「
、
当
該
昇
降
機
」
を
「
当
該
昇
降
機
」
に
、

「
、

24
の
４
の
項
」
を
「

24
の
４
の
項
」
に
改
め
、
同
表

24
の
８
の
項
中
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
一
項
」

に
、
「
次
項
」
を
「

24
の
９
の
項
」
に
改
め
、
同
表

24
の

11
の
項
中
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
一
項
」
に
、

「
次
項
」
を
「

24
の

12
の
項
」
に
改
め
、
同
表

24
の

13
の
項
中
「
第
十
八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
九
項
」
に
、
「
次

項
」
を
「

24
の

14
の
項
」
に
改
め
、
同
表

24
の

16
の
項
中
「
第
十
八
条
第
二
十
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
三
十
八
項
」
に
改
め
、

同
表

66
の
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
説 

 

明
） 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま

す
。 
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議
案
第
三
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
項
及
び
就
学
前
の
子
ど
も

に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
区
長
の
附
属
機
関
と
し
て
、
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」

と
い
う
。
）
を
置
く
。 

（
所
掌
事
項
） 

第
二
条 

審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
等
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
項 

二 

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
事
項 

三 

認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
区
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
事
項 

（
組
織
） 

第
三
条 

審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 
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２ 

審
議
会
の
委
員
は
、
審
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
児
童

又
は
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
、
区
長
が
委
嘱
す
る
。 

（
委
員
の
任
期
） 

第
四
条 
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

（
臨
時
委
員
） 

第
五
条 

区
長
は
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
委
員
の
ほ
か
、

審
議
会
に
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

臨
時
委
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
特
別
の
事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
児
童
又
は

知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
、
区
長
が
委
嘱
す
る
。 

３ 

臨
時
委
員
の
任
期
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
期
間
と
す
る
。 

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
） 

第
六
条 

審
議
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
各
一
人
を
置
く
。 

２ 

委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

３ 

委
員
長
は
、
審
議
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

４ 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
会
議
） 

第
七
条 

審
議
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４ 

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の
事
項
に
つ
い
て
会
議
を
開
き
、
議
事
を
決
す
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に



 

113 

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
委
員
の
過
半
数
」
と
あ
る
の
は
「
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
過
半
数
」
と
す
る
。 

（
部
会
） 

第
八
条 

審
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
意
見
の
聴
取
等
） 

第
九
条 

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
項
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
委
員
及
び
臨
時
委
員
以
外
の
者
に
対
し

て
、
出
席
を
求
め
て
そ
の
意
見
若
し
く
は
説
明
を
聴
き
、
又
は
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
守
秘
義
務
） 

第
十
条 

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
三
項
中
「
児
童
の
保
護
者
そ
の
他
児
童
福
祉
に
係
る
当
事
者
」
を
「
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
（
令
和
六
年 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
」
に
改
め
る
。 

（
文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 
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３ 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
中
「
児
童
の
保
護
者
そ
の
他
児
童
福
祉
に
係
る
当
事
者
」
を
「
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
（
令
和
六
年 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
」
に
改
め
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
を
設
置
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
二
十
四
条
） 

第
二
章 

助
産
施
設
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
八
条
） 

第
三
章 

乳
児
院
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
八
条
） 

第
四
章 

母
子
生
活
支
援
施
設
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
七
条
） 

第
五
章 

保
育
所
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
四
条
） 

第
六
章 

児
童
厚
生
施
設
（
第
五
十
五
条
―
第
五
十
八
条
） 

第
七
章 

児
童
養
護
施
設
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
八
条
） 

第
八
章 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
（
第
六
十
九
条
―
第
七
十
七
条
） 

第
九
章 

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
（
第
七
十
八
条
―
第
八
十
二
条
） 

第
十
章 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
八
十
三
条
―
第
八
十
七
条
） 

第
十
一
章 

児
童
心
理
治
療
施
設
（
第
八
十
八
条
―
第
九
十
五
条
） 

第
十
二
章 

児
童
自
立
支
援
施
設
（
第
九
十
六
条
―
第
百
六
条
） 
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第
十
三
章 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
百
七
条
―
第
百
九
条
） 

第
十
四
章 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
百
十
条
―
第
百
十
五
条
） 

第
十
五
章 

雑
則
（
第
百
十
六
条
） 

付
則 

 

第
一
章 
総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
最
低
基
準
の
目
的
等
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
基
準
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

る
者
（
以
下
「
入
所
者
」
と
い
う
。
）
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受

け
た
職
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
導
又
は
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
し
て
、
社
会
に

適
応
す
る
よ
う
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

区
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
最
低
基
準
と
児
童
福
祉
施
設
） 

第
四
条 

児
童
福
祉
施
設
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
は
、
最
低
基
準
を
理
由
と
し
て
、
そ

の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 
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３ 

区
長
は
、
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
（
令
和
六
年 

 
 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
文
京
区
児

童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
監
督
に
属
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
対
し
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を

向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
児
童
福
祉
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
五
条 

児
童
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
児
童
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
児
童
福
祉
施
設

の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
そ
の
運
営
の
内
容
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

児
童
福
祉
施
設
に
は
、
法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

児
童
福
祉
施
設
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
入
所
者
の
保
健
衛
生
及
び
入
所
者
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ

て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
六
条 

児
童
福
祉
施
設
（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
次
条
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
に
お
い

て
「
障
害
児
入
所
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
軽
便
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害

に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練
を
す
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
訓
練
の
う
ち
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
は
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
非
常
災
害
の
際
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
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具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
の
発
生
時
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
職
員
に
周

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
に
あ
っ
て
は
毎
月
一
回
、
救
出
そ
の
他

必
要
な
訓
練
に
あ
っ
て
は
定
期
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
八
条 

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
児
童
遊
園
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
の
安
全
点
検
、
職
員
、
児

童
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
児
童
福
祉
施
設
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る

指
導
、
職
員
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に

対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
九
条 

児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運

行
す
る
と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
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さ

ん 

り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び

に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ

と
同
程
度
に
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自

動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
児

童
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
の
一
般
的
要
件
） 

第
十
条 

入
所
者
の
保
護
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱

意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
） 

第
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽
に
励
み
、
法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
十
二
条 

児
童
福
祉
施
設
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
職
員
の
一
部
を
併
せ
て
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
入
所
者
の
居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所
者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
保
育
所
の
設
備
及
び
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
入
所
者
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
） 

第
十
三
条 

児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
者
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
又
は
入
所
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
か
否
か

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000204
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000204


 

120 

に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
十
四
条 

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
児
童
の

心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
十
五
条 

児
童
福
祉
施
設
（
障
害
児
入
所
施
設
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生

時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た

め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

第
十
六
条 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
障
害
児
入
所
支
援
又
は
児
童

発
達
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の

と
す
る
。 
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し

き 

 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
十
七
条 

児
童
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、

又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
福
祉
施
設
（
障
害
児
入
所
施
設
等
を
除
く
。
）
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又

は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
当
該
障
害
児
入
所
施
設
等
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
障
害
児
入
所
施
設
等
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会

（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

結
果
に
つ
い
て
、
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

当
該
障
害
児
入
所
施
設
等
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三 

当
該
障
害
児
入
所
施
設
等
に
お
い
て
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並

び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

４ 

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
入
所
者
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
清
潔

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
に
、
入
所
者
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

児
童
福
祉
施
設
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
食
事
） 

第
十
八
条 

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
入
所
者
に
食
事
を
提
供
す
る
と
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し 

き
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
内
で
調
理
す
る
方
法
（
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
調
理
室
を
兼
ね
て
い
る

他
の
社
会
福
祉
施
設
の
調
理
室
に
お
い
て
調
理
す
る
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
入
所
者
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
そ
の
献
立
は
、
で
き
る
限
り
、
変
化
に
富
み
、
入
所
者
の

健
全
な
発
育
に
必
要
な
栄
養
量
を
含
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

食
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
入
所
者
の
身
体
的
状
況
及
び
嗜
好

を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
て
家
庭

的
な
環
境
の
下
で
調
理
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
入
所
者
及
び
職
員
の
健
康
診
断
） 

第
十
九
条 

児
童
福
祉
施
設
（
児
童
厚
生
施
設
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
第
四
項
を
除
き
、

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
は
、
入
所
者
に
対
し
、
入
所
時
の
健
康
診
断
、
少
な
く
と
も
一
年
に
二
回
の
定
期
健
康
診

断
及
び
臨
時
の
健
康
診
断
を
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
に
規
定
す
る
健
康
診
断
に
準
じ
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
健
康
診
断
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
欄
に

掲
げ
る
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
結
果
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
児
童
の
入
所
前
の
健
康
診
断 

入
所
し
た
児
童
に
対
す
る
入
所
時
の
健
康
診
断 
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３ 
第
一
項
の
健
康
診
断
を
し
た
医
師
は
、
そ
の
結
果
必
要
な
事
項
を
母
子
健
康
手
帳
又
は
入
所
者
の
健
康
を
記
録
す
る
表
に
記
入

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
入
所
の
措
置
又
は
助
産
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
若
し
く
は
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法
第
二
十

四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
解
除
し
、
又
は
停
止
す
る
等
必
要
な
手
続
を
と
る
こ
と
を
、
児
童
福
祉
施

設
の
長
に
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
の
健
康
診
断
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
入
所
者
の
食
事
を
調
理
す
る
者
に
つ
き
、
綿
密
な
注
意
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
の
管
理
） 

第
二
十
条 

乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施

設
は
、
当
該
施
設
の
設
置
者
が
入
所
中
の
児
童
に
係
る
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付

金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
児
童
に
係
る
当
該
金
銭
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
児
童
に
係
る
金
銭
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
他
の
財
産
と
区
分
す
る
こ
と
。 

二 

児
童
に
係
る
金
銭
を
給
付
金
の
支
給
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
。 

三 

児
童
に
係
る
金
銭
の
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
す
る
こ
と
。 

四 

当
該
児
童
が
退
所
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
児
童
に
係
る
金
銭
を
当
該
児
童
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
。 

 

（
児
童
福
祉
施
設
内
部
の
規
程
） 

第
二
十
一
条 

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
に
つ
き
規
程
を
設
け

児
童
が
通
学
す
る
学
校
に
お
け
る
健
康
診
断 

定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断 

 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000295
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000295
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

入
所
者
の
援
助
に
関
す
る
事
項 

 

二 
そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項 

２ 

保
育
所
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 

提
供
す
る
保
育
の
内
容 

三 

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

四 

保
育
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
提
供
を
行
わ
な
い
日 

五 

保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額 

六 

乳
児
、
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
及
び
満
三
歳
以
上
の
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員 

 
 

七 

保
育
所
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並
び
に
保
育
所
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

八 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

九 

非
常
災
害
対
策 

十 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十
一 

そ
の
他
保
育
所
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
児
童
福
祉
施
設
に
備
え
る
帳
簿
） 

第
二
十
二
条 

児
童
福
祉
施
設
に
は
、
職
員
、
財
産
、
収
支
及
び
入
所
者
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
二
十
三
条 

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
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し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を

漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
二
十
四
条 
児
童
福
祉
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
援
助
に
関
す
る
入
所
者
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対

応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設

は
、
前
項
の
必
要
な
措
置
と
し
て
、
苦
情
の
公
正
な
解
決
を
図
る
た
め
に
、
苦
情
の
解
決
に
当
た
っ
て
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
職

員
以
外
の
者
を
関
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
援
助
に
関
し
、
当
該
措
置
又
は
助
産
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
若
し
く
は
保
育
の
提
供
若

し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
区
、
都
道
府
県
又
は
他
の
区
市
町
村
か
ら
指
導
又

は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
行

う
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
章 

助
産
施
設 

 

（
種
類
） 

第
二
十
五
条 

助
産
施
設
は
、
第
一
種
助
産
施
設
及
び
第
二
種
助
産
施
設
と
す
る
。 

２ 

第
一
種
助
産
施
設
と
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
助
産
施
設
を
い
う
。 

３ 

第
二
種
助
産
施
設
と
は
、
医
療
法
の
助
産
所
で
あ
る
助
産
施
設
を
い
う
。 

（
入
所
さ
せ
る
妊
産
婦
） 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000385
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000385
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第
二
十
六
条 

助
産
施
設
に
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦
を
入
所
さ
せ
て
、
な
お
余
裕
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の

他
の
妊
産
婦
を
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
第
二
種
助
産
施
設
の
職
員
） 

第
二
十
七
条 

第
二
種
助
産
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
職
員
の
ほ
か
、
一
人
以
上
の
専
任
又
は
嘱
託
の
助
産
師
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
二
種
助
産
施
設
の
嘱
託
医
は
、
産
婦
人
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
第
二
種
助
産
施
設
と
異
常
分
べ
ん
） 

第
二
十
八
条 

第
二
種
助
産
施
設
に
入
所
し
た
妊
婦
が
、
産
科
手
術
を
必
要
と
す
る
異
常
分
べ
ん
を
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、

第
二
種
助
産
施
設
の
長
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
第
一
種
助
産
施
設
そ
の
他
適
当
な
病
院
又
は
診
療
所
に
入
所
さ
せ
る
手
続
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
応
急
の
処
置
を
要
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

第
三
章 

乳
児
院 

（
設
備
の
基
準
） 

第
二
十
九
条 

乳
児
院
（
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）
の
設
備

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

寝
室
、
観
察
室
、
診
察
室
、
病
室
、
ほ
ふ
く
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

寝
室
の
面
積
は
、
乳
幼
児
一
人
に
つ
き
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

観
察
室
の
面
積
は
、
乳
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

第
三
十
条 

乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

乳
幼
児
の
養
育
の
た
め
の
専
用
の
室
及
び
相
談
室
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

乳
幼
児
の
養
育
の
た
め
の
専
用
の
室
の
面
積
は
、
一
室
に
つ
き
九
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
乳
幼
児
一
人
に
つ
き
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二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
三
十
一
条 

乳
児
院
（
乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）
に
は
、
小
児
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る

医
師
又
は
嘱
託
医
、
看
護
師
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
乳
児
院
に
お
い
て
乳
幼
児
の
養

育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
乳
幼
児
又
は
そ
の
保
護
者
十
人
以
上
に
心
理
療
法
を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療

法
担
当
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）

若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で

あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

看
護
師
の
数
は
、
乳
児
及
び
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
一
・
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
二
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た

な
い
幼
児
お
お
む
ね
二
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
四
人
に
つ
き
一
人
以
上
（
こ
れ
ら
の
合
計
数
が
七

人
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
七
人
以
上
）
と
す
る
。 

６ 

看
護
師
は
、
保
育
士
又
は
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
幼
児
十
人
の
乳
児
院
に
は
二
人
以
上
、
乳
幼
児
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
お
お
む
ね
十
人
増
す
ご

と
に
一
人
以
上
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
ほ
か
、
乳
幼
児
二
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
は
、
保
育
士
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。 

第
三
十
二
条 

乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
に
は
、
嘱
託
医
、
看
護
師
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
及
び
調
理
員
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
べ
き
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

看
護
師
の
数
は
、
七
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
人
を
除
き
、
保
育
士
又
は
児
童
指
導
員
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
乳
児
院
の
長
の
資
格
等
） 

第
三
十
三
条 

乳
児
院
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う
乳
児
院

の
運
営
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
人
格
が
高
潔
で
識
見
が
高
く
、
乳
児
院
を
適

切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

医
師
で
あ
っ
て
、
小
児
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

乳
児
院
の
職
員
と
し
て
三
年
以
上
勤
務
し
た
者 

四 

区
長
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
三
年
以

上
で
あ
る
も
の
又
は
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の 

ア 

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
司
（
以
下
「
児
童
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
と
な
る
資
格
を
有
す

る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
相
談
援
助
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
国
、
都
道
府
県
又
は
区
市
町
村
の
内
部
組
織
に
お
け
る
相
談
援
助
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事
し
た
期
間 

イ 

社
会
福
祉
主
事
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
期
間 

ウ 

社
会
福
祉
施
設
の
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
期
間
を
除
く
。
） 

２ 

乳
児
院
の
長
は
、
二
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う
研
修
を
受
け

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000573
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000573
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も
く 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
養
育
） 

第
三
十
四
条 

乳
児
院
に
お
け
る
養
育
は
、
乳
幼
児
の
心
身
及
び
社
会
性
の
健
全
な
発
達
を
促
進
し
、
そ
の
人
格
の
形
成
に
資
す
る

こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

養
育
の
内
容
は
、
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
必
要
な
授
乳
、
食
事
、
排
せ
つ
、
沐
浴
、
入
浴
、
外
気
浴
、
睡

眠
、
遊
び
及
び
運
動
の
ほ
か
、
健
康
状
態
の
把
握
、
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
及
び
必
要
に
応
じ
行
う
感
染
症
等

の
予
防
処
置
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

３ 

乳
児
院
に
お
け
る
家
庭
環
境
の
調
整
は
、
乳
幼
児
の
家
庭
の
状
況
に
応
じ
、
親
子
関
係
の
再
構
築
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
の
観
察
） 

第
三
十
五
条 

乳
児
院
（
乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
乳
児
が
入
所
し
た
日
か
ら
、
医
師

又
は
嘱
託
医
が
適
当
と
認
め
た
期
間
、
こ
れ
を
観
察
室
に
入
室
さ
せ
、
そ
の
心
身
の
状
況
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
） 

第
三
十
六
条 

乳
児
院
の
長
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
乳
幼
児
に
つ
い
て
、
年
齢
、

発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
乳
幼
児
の
事
情
に
応
じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
幼
児
の
意
見
又
は
意
向
、

乳
幼
児
や
そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
三
十
七
条 

乳
児
院
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
外
部
の

者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 
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第
三
十
八
条 

乳
児
院
の
長
は
、
児
童
相
談
所
及
び
必
要
に
応
じ
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
委
員
、

保
健
所
、
区
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
乳
幼
児
の
養
育
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
に
当
た
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
四
章 

母
子
生
活
支
援
施
設 

（
設
備
の
基
準
） 

第
三
十
九
条 

母
子
生
活
支
援
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

母
子
室
、
集
会
、
学
習
等
を
行
う
室
及
び
相
談
室
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

母
子
室
は
、
こ
れ
に
調
理
設
備
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け
る
も
の
と
し
、
一
世
帯
に
つ
き
一
室
以
上
と
す
る
こ
と
。 

三 

母
子
室
の
面
積
は
、
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

四 

乳
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
付
近
に
あ
る
保
育
所
又
は
児
童
厚
生
施
設
が
利
用
で
き
な
い
等
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
保
育
所
に
準
ず
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

五 

乳
幼
児
三
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
静
養
室
を
、
乳
幼
児
三
十
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活

支
援
施
設
に
は
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
四
十
条 

母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
母
子
支
援
員
（
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
い
て
母
子
の
生
活
支
援
を
行
う
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
、
少
年
を
指
導
す
る
職
員
及
び
調
理
員
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
母
子
十
人
以
上
に
心
理
療
法
を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学

を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
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技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
こ
と
等
に
よ
り
個
別
に
特
別
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
母
子
に
当
該
支
援
を

行
う
場
合
に
は
、
個
別
対
応
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

母
子
支
援
員
の
数
は
、
母
子
十
世
帯
以
上
二
十
世
帯
未
満
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
い
て
は
二
人
以
上
、
母
子

二
十
世
帯
以
上
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
い
て
は
三
人
以
上
と
す
る
。 

６ 

少
年
を
指
導
す
る
職
員
の
数
は
、
母
子
二
十
世
帯
以
上
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
い
て
は
、
二
人
以
上
と
す
る
。 

（
母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
の
資
格
等
） 

第
四
十
一
条 

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が

行
う
母
子
生
活
支
援
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
人
格
が
高
潔
で
識

見
が
高
く
、
母
子
生
活
支
援
施
設
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

医
師
で
あ
っ
て
、
精
神
保
健
又
は
小
児
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

母
子
生
活
支
援
施
設
の
職
員
と
し
て
三
年
以
上
勤
務
し
た
者 

四 

都
道
府
県
知
事
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計

が
三
年
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の 

ア 

児
童
福
祉
司
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
（
国
、
都
道
府
県
又
は
区
市
町
村
の
内
部
組
織
に

お
け
る
相
談
援
助
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事
し
た
期
間 

イ 

社
会
福
祉
主
事
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
期
間 

ウ 

社
会
福
祉
施
設
の
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
期
間
を
除
く
。
） 

２ 

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
は
、
二
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う
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研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
母
子
支
援
員
の
資
格
） 

第
四
十
二
条 

母
子
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者
（
学
校
教
育
法

の
規
定
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
第
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
二
条
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
） 

二 

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

四 

精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

五 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の

課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有

す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の 

（
生
活
支
援
） 

第
四
十
三
条 

母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
け
る
生
活
支
援
は
、
母
子
を
共
に
入
所
さ
せ
る
施
設
の
特
性
を
生
か
し
つ
つ
、
親
子
関
係

の
再
構
築
等
及
び
退
所
後
の
生
活
の
安
定
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
個
々
の
母
子
の
家
庭
生
活
及
び
稼
働
の
状
況
に
応
じ
、
就
労
、
家

庭
生
活
及
び
児
童
の
養
育
に
関
す
る
相
談
、
助
言
及
び
指
導
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
等
の
支
援
に
よ
り
、
そ
の

自
立
の
促
進
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
そ
の
私
生
活
を
尊
重
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
） 

第
四
十
四
条 

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
母
子
に
つ
い
て
、
年
齢
、
発
達

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000885
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000001023
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の
状
況
そ
の
他
の
当
該
母
子
の
事
情
に
応
じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
母
子
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
又
は
意
向
、

母
子
や
そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
四
十
五
条 

母
子
生
活
支
援
施
設
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期

的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
育
所
に
準
ず
る
設
備
） 

第
四
十
六
条 

第
三
十
九
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
母
子
生
活
支
援
施
設
に
、
保
育
所
に
準
ず
る
設
備
を
設
け
る
と
き
は
、
次
章

（
第
五
十
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

２ 

保
育
所
に
準
ず
る
設
備
の
保
育
士
の
数
は
、
乳
幼
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
人
を
下
回
ら

な
い
も
の
と
す
る
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
四
十
七
条 

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
は
、
福
祉
事
務
所
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
、
児
童
相
談
所
、

母
子
・
父
子
福
祉
団
体
及
び
公
共
職
業
安
定
所
並
び
に
必
要
に
応
じ
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
、
女
性
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
、
母
子
の
保
護
及
び
生
活
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
章 

保
育
所 

（
設
備
の
基
準
） 

第
四
十
八
条 

保
育
所
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
は
、
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
、
医
務
室
、
調
理
室
及
び
便
所

を
設
け
る
こ
と
。 

二 

乳
児
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000639
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000769
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000769
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000769
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000000819
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三 

ほ
ふ
く
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
第
一
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

四 

乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。 

五 
満
二
歳
以
上
の
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
は
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
、
屋
外
遊
戯
場
（
保
育
所
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊

戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
務
室
、
調
理
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

六 

保
育
室
又
は
遊
戯
室
の
面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
屋
外
遊
戯
場
の
面
積
は
、
前

号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

七 

保
育
室
又
は
遊
戯
室
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。 

八 

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。
）
を
二
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
ア
、
イ 

及
び
カ
の
要
件
に
、
保
育
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ア 

耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火
建
築
物
（
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
い
、
同

号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
（
保
育
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
耐
火
建
築
物
）
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
が
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

      

二
階 

階 

避
難
用 

常 

用 

区
分 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各

号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に 

１ 

屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

 
施
設
又
は
設
備 
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四
階
以
上 

三
階 

 

避
難
用 

常 

用 

避
難
用 

常 

用 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構

造
の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築

物
の
一
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と

は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
場 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構

造
の
屋
内
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階
段 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構

造
の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築

物
の
一
階
か
ら
三
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
を

通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す

も
の
と
す
る
。
） 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

設
備 

３ 

屋
外
階
段 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構

造
の
屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物
の
一
階
か
ら
二
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と

階
段
室
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項

第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
） 

２ 

待
避
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー 

３ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
設
備 

４ 

屋
外
階
段 
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ウ 

イ
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
が
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
保
育
室
等
の
各
部
分
か
ら
そ
の
一
に
至
る
歩

行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

エ 

保
育
所
の
調
理
室
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
エ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外

の
部
分
と
保
育
所
の
調
理
室
の
部
分
が
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
建
築
基

準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
換
気
、

暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
が
、
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫
通
す
る
部
分
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に

ダ
ン
パ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

⑴ 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

調
理
用
器
具
の
種
類
に
応
じ
て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
調
理
室
の
外
部
へ
の
延
焼
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

オ 

保
育
所
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
て
い
る
こ
と
。 

カ 

保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児
が
出
入
り
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。 

キ 

非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ク 

保
育
所
の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に
つ
い
て
防
炎
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
保
育
所
の
設
備
の
基
準
の
特
例
） 

 
 

合
を
除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と

し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
） 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路 

３ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階
段 
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第
四
十
九
条 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
保
育
所
は
、
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
保
育
所
の
満
三
歳
以
上

の
幼
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
、
当
該
保
育
所
外
で
調
理
し
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
保
育
所
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
て
も
な
お
当
該
保
育
所
に
お
い
て
行
う

こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。 

一 

幼
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
の
責
任
が
当
該
保
育
所
に
あ
り
、
そ
の
管
理
者
が
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等
業
務
上
必
要
な
注
意

を
果
た
し
得
る
よ
う
な
体
制
及
び
調
理
業
務
の
受
託
者
と
の
契
約
内
容
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
保
育
所
又
は
他
の
施
設
、
保
健
所
、
区
市
町
村
等
の
栄
養
士
に
よ
り
、
献
立
等
に
つ
い
て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が

受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
等
、
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
。 

三 

調
理
業
務
の
受
託
者
を
、
当
該
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等
、
調
理
業
務
を
適

切
に
遂
行
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
と
す
る
こ
と
。 

四 

幼
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態
に
応
じ
た
食
事
の
提
供
や
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の
配
慮
、
必

要
な
栄
養
素
量
の
給
与
等
、
幼
児
の
食
事
の
内
容
、
回
数
及
び
時
機
に
適
切
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

五 

食
を
通
じ
た
幼
児
の
健
全
育
成
を
図
る
観
点
か
ら
、
幼
児
の
発
育
及
び
発
達
の
過
程
に
応
じ
て
食
に
関
し
配
慮
す
べ
き
事
項

を
定
め
た
食
育
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
食
事
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
五
十
条 

保
育
所
に
は
、
保
育
士
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

保
育
士
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一

人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
四
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
二
十
五

人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
育
所
の
開
所
時
間
を
通
じ
て
常
時
二
人
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。 
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（
保
育
時
間
等
） 

第
五
十
一
条 

保
育
所
に
お
け
る
保
育
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
八
時
間
を
原
則
と
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
乳
幼
児
の
保
護
者
の
労

働
時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
保
育
所
の
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。 

２ 

保
育
所
に
お
け
る
開
所
時
間
は
、
原
則
と
し
て
十
一
時
間
と
す
る
。 

（
保
育
の
内
容
） 

第
五
十
二
条 

保
育
所
に
お
け
る
保
育
は
、
養
護
及
び
教
育
を
一
体
的
に
行
う
こ
と
を
そ
の
特
性
と
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
従
う
。 

（
保
護
者
と
の
連
絡
） 

第
五
十
三
条 

保
育
所
の
長
は
、
常
に
入
所
し
て
い
る
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
保
育
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の

保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
五
十
四
条 

保
育
所
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

保
育
所
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
章 

児
童
厚
生
施
設 

（
設
備
の
基
準
） 

第
五
十
五
条 

児
童
厚
生
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
遊
園
等
屋
外
の
児
童
厚
生
施
設
に
は
、
広
場
、
遊
具
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

児
童
館
等
屋
内
の
児
童
厚
生
施
設
に
は
、
集
会
室
、
遊
戯
室
、
図
書
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 
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（
職
員
） 

第
五
十
六
条 

児
童
厚
生
施
設
に
は
、
児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者 

二 

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

四 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の

課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有

す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の 

五 

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者 

六 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
児
童
厚
生
施
設
の
設
置
者
（
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
児
童
厚
生

施
設
に
あ
っ
て
は
、
区
長
）
が
適
当
と
認
め
た
も
の 

ア 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学

を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
学
科
又
は
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
の
規

定
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
） 

イ 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学

を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
が
認
め
ら
れ
た
者 
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ウ 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育

学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 

エ 

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 

（
遊
び
の
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
） 

第
五
十
七
条 

児
童
厚
生
施
設
に
お
け
る
遊
び
の
指
導
は
、
児
童
の
自
主
性
、
社
会
性
及
び
創
造
性
を
高
め
、
も
っ
て
地
域
に
お
け

る
健
全
育
成
活
動
の
助
長
を
図
る
よ
う
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
保
護
者
と
の
連
絡
） 

第
五
十
八
条 

児
童
厚
生
施
設
の
長
は
、
必
要
に
応
じ
児
童
の
健
康
及
び
行
動
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
七
章 

児
童
養
護
施
設 

（
設
備
の
基
準
） 

第
五
十
九
条 

児
童
養
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
の
居
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乳
幼
児
の
み
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
六
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
三
・

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。 

三 

入
所
し
て
い
る
児
童
の
年
齢
等
に
応
じ
、
男
子
と
女
子
の
居
室
を
別
に
す
る
こ
と
。 

四 

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
て
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 
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五 

児
童
三
十
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
児
童
養
護
施
設
に
は
、
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。 

六 

入
所
し
て
い
る
児
童
の
年
齢
、
適
性
等
に
応
じ
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
（
以
下
「
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
」
と
い
う
。
）

を
設
け
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
六
十
条 
児
童
養
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び

調
理
員
並
び
に
乳
児
が
入
所
し
て
い
る
施
設
に
あ
っ
て
は
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を

入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
児
童
養
護
施
設
に
お
い
て
児
童

の
指
導
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
十
人
以
上
に
心
理
療
法
を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学

を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の

技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

実
習
設
備
を
設
け
て
職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
一
・
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
二
歳

以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
二
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
四
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
少

年
お
お
む
ね
五
・
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
五
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
更
に
一

人
以
上
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。 
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７ 

看
護
師
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
一
・
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
人
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
児
童
養
護
施
設
の
長
の
資
格
等
） 

第
六
十
一
条 

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う

児
童
養
護
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
人
格
が
高
潔
で
識
見
が
高
く
、

児
童
養
護
施
設
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

医
師
で
あ
っ
て
、
精
神
保
健
又
は
小
児
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

児
童
養
護
施
設
の
職
員
と
し
て
三
年
以
上
勤
務
し
た
者 

四 

区
長
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
三
年
以

上
で
あ
る
も
の
又
は
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の 

ア 

児
童
福
祉
司
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
（
国
、
都
道
府
県
又
は
区
市
町
村
の
内
部
組
織
に

お
け
る
相
談
援
助
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事
し
た
期
間 

イ 

社
会
福
祉
主
事
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
期
間 

ウ 

社
会
福
祉
施
設
の
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
期
間
を
除
く
。
） 

２ 

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
二
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う
研
修

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
児
童
指
導
員
の
資
格
） 

第
六
十
二
条 

児
童
指
導
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 
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三 

精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

四 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、

教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 

五 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
又
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優

秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者 

六 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
攻
す
る
研
究
科

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 

七 

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 

八 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の

課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有

す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の 

九 

教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
の

免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の 

十 

三
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の 

（
養
護
） 

第
六
十
三
条 

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
養
護
は
、
児
童
に
対
し
て
安
定
し
た
生
活
環
境
を
整
え
る
と
と
も
に
、
生
活
指
導
、
学
習

指
導
、
職
業
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
を
行
い
つ
つ
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
と
そ
の

自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000001036
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000001036
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（
生
活
指
導
、
学
習
指
導
、
職
業
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
） 

第
六
十
四
条 

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
は
、
児
童
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
基
本
的
生
活
習
慣
を
確
立
す
る
と
と
も

に
豊
か
な
人
間
性
及
び
社
会
性
を
養
い
、
か
つ
、
将
来
自
立
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
学
習
指
導
は
、
児
童
が
そ
の
適
性
、
能
力
等
に
応
じ
た
学
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な

相
談
、
助
言
、
情
報
の
提
供
等
の
支
援
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
職
業
指
導
は
、
勤
労
の
基
礎
的
な
能
力
及
び
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
児
童
が
そ
の
適
性
、
能
力

等
に
応
じ
た
職
業
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
相
談
、
助
言
、
情
報
の
提
供
等
及
び
必
要
に
応
じ
行
う
実
習
、
講

習
等
の
支
援
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
家
庭
環
境
の
調
整
は
、
児
童
の
家
庭
の
状
況
に
応
じ
、
親
子
関
係
の
再
構
築
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
） 

第
六
十
五
条 

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
第
六
十
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
児
童
に
つ
い
て
、
年
齢
、
発

達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
意
見
又
は
意
向
、
児
童

や
そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
六
十
六
条 

児
童
養
護
施
設
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に

外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
職
員
） 

第
六
十
七
条 

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
を
児
童
と
起
居
を
共
に
さ
せ
な
け
れ



145 

ば
な
ら
な
い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
六
十
八
条 

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
児
童
相
談
所
並
び
に
必
要
に
応
じ
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
委
員
、
公
共
職
業
安
定
所
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
児
童
の
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
に

当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
章 
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

（
設
備
の
基
準
） 

第
六
十
九
条 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
の
居
室
、
調
理
室
、
浴
室
、
便
所
、
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
児
童
三
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ

る
施
設
で
あ
っ
て
主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
医
務
室
を
、
児
童
三
十
人
未
満
を
入
所

さ
せ
る
施
設
で
あ
っ
て
主
と
し
て
盲
児
又
は
ろ
う
あ
児
（
以
下
「
盲
ろ
う
あ
児
」
と
い
う
。
）
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ

と
。 

三 

主
と
し
て
盲
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

ア 

遊
戯
室
、
支
援
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
及
び
音
楽
に
関
す
る
設
備 

イ 

浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
並
び
に
特
殊
表
示
等
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備 

四 

主
と
し
て
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
遊
戯
室
、
支
援
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
及
び

映
像
に
関
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

五 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
児
童
を
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入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

ア 

支
援
室
及
び
屋
外
遊
戯
場 

イ 

浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
等
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備 

六 

主
と
し
て
盲
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型

障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
は
、
階
段
の
傾
斜
を
緩
や
か
に
す
る
こ
と
。 

七 

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乳
幼
児
の
み
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
六
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
三
・

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。 

八 

入
所
し
て
い
る
児
童
の
年
齢
等
に
応
じ
、
男
子
と
女
子
の
居
室
を
別
に
す
る
こ
と
。 

九 

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
七
十
条 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
栄

養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
障
害
児
通
所
支
援
又
は
障
害
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入

所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
嘱
託
医
は
、
精
神
科
又
は
小
児
科
の
診
療
に
相

当
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て

お
お
む
ね
児
童
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
児
童
三
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
更
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に
一
以
上
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
並
び
に
医
師
及
び
看
護
職
員

（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に

あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
嘱
託
医
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

６ 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。 

７ 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
医
師
は
、
児
童
を
対
象
と
す
る
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の
経

験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
看
護
職
員
の
数
は
、
児
童
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以

上
と
す
る
。 

９ 

主
と
し
て
盲
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

主
と
し
て
盲
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
嘱
託
医
は
、
眼
科
又
は
耳
鼻
咽
喉
科
の
診
療
に
相
当
の
経

験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

主
と
し
て
盲
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
児
童
お

お
む
ね
四
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
児
童
三
十
五
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
更
に
一
人
以
上
を

加
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
看
護
職

員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
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を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ

て
お
お
む
ね
児
童
の
数
を
三
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。 

 

心
理
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
五
人
以
上
に
心
理
支
援
を
行
う
場
合
に
は
心
理
担
当
職
員
を
、
職
業
指
導

を
行
う
場
合
に
は
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

心
理
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専

修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術

を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
生
活
指
導
及
び
学
習
指
導
） 

第
七
十
一
条 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
は
、
児
童
が
日
常
の
起
居
の
間
に
、
当
該
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

を
退
所
し
た
後
、
で
き
る
限
り
社
会
に
適
応
す
る
よ
う
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
学
習
指
導
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
職
業
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
） 

第
七
十
二
条 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
職
業
指
導
は
、
児
童
の
適
性
に
応
じ
、
児
童
が
将
来
で
き
る
限
り
健
全
な
社
会

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
職
業
指
導
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

（
入
所
支
援
計
画
の
作
成
） 

第
七
十
三
条 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
長
は
、
児
童
の
保
護
者
及
び
児
童
の
意
向
、
児
童
の
適
性
、
児
童
の
障
害
の
特
性
そ
の

他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
児
童
に
対
し
て
障
害
児
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
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に
つ
い
て
継
続
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
児
童
に
対
し
て
適
切
か
つ
効
果
的
に
障
害
児

入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
職
員
） 

第
七
十
四
条 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
（
主
と
し
て
盲
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
保
護
者
等
と
の
連
絡
） 

第
七
十
五
条 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
長
は
、
児
童
の
保
護
者
に
児
童
の
性
質
及
び
能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
通

学
す
る
学
校
及
び
必
要
に
応
じ
当
該
児
童
を
取
り
扱
っ
た
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
委
員
と
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
児
童
の
生

活
指
導
、
学
習
指
導
及
び
職
業
指
導
に
つ
き
、
そ
の
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
） 

第
七
十
六
条 

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
を

適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
随
時
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
の
福
祉
に
有
害

な
実
験
に
わ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
入
所
し
た
児
童
に
対
す
る
健
康
診
断
） 

第
七
十
七
条 

主
と
し
て
盲
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入

所
時
の
健
康
診
断
に
当
た
り
、
特
に
盲
ろ
う
あ
の
原
因
及
び
機
能
障
害
の
状
況
を
精
密
に
診
断
し
、
治
療
可
能
な
者
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
限
り
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

入
所
時
の
健
康
診
断
に
当
た
り
、
整
形
外
科
的
診
断
に
よ
り
肢
体
の
機
能
障
害
の
原
因
及
び
そ
の
状
況
を
精
密
に
診
断
し
、
入
所

を
継
続
す
る
か
否
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
九
章 

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設 

（
設
備
の
基
準
） 

第
七
十
八
条 

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
設
備
の
ほ
か
、
支
援
室
及
び
浴
室
を
設
け
る
こ

と
。 

二 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。 

三 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
屋
外
遊
戯
場
、
ギ
ブ
ス
室
、
特
殊
手

工
芸
等
の
作
業
を
支
援
す
る
に
必
要
な
設
備
、
義
肢
装
具
を
製
作
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
義
肢
装
具
を
製
作
す

る
設
備
は
、
他
に
適
当
な
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。 

四 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
は
、
階
段
の
傾
斜
を
緩
や
か
に
す

る
ほ
か
、
浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
等
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
七
十
九
条 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
職

員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児

童
の
数
を
六
・
七
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。 

３ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
理
学
療

法
士
又
は
作
業
療
法
士
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
長
及
び
医
師
は
、
肢
体
の
機
能
の
不
自
由
な

者
の
療
育
に
関
し
て
相
当
の
経
験
を
有
す
る
医
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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５ 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ

て
、
乳
幼
児
お
お
む
ね
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
少
年
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。 

６ 
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
（
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
入
所
さ
せ
る
医

療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
心
理
支
援
を
担
当
す
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
長
及
び
医
師
は
、
内
科
、
精
神
科
、
医
療
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
ニ
⑵
の
規
定
に
よ
り
神
経
と
組
み
合
わ
せ
た
名

称
を
診
療
科
名
と
す
る
診
療
科
、
小
児
科
、
外
科
、
整
形
外
科
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る

医
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
） 

第
八
十
条 

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
に
つ
い
て

は
、
第
七
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
入
所
し
た
児
童
に
対
す
る
健
康
診
断
） 

第
八
十
一
条 

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
入
所
時
の
健
康
診
断
に
当
た
り
、
整
形
外
科
的
診
断
に
よ
り
肢
体
の
機
能
障
害
の
原
因
及
び
そ
の
状
況
を
精
密
に
診
断

し
、
入
所
を
継
続
す
る
か
否
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
職
員
等
） 

第
八
十
二
条 

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
（
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
施
設
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
け
る
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
職
員
、
生
活
指
導
、
学
習
指
導
及
び
職
業
指
導
並
び
に
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の

長
の
保
護
者
等
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

２ 

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
長
の
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 
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か

く

た

ん 

第
十
章 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
設
備
の
基
準
） 

第
八
十
三
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
の
基
準
は
、
発
達
支
援
室
、
遊
戯
室
、
屋
外
遊
戯
場
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
）
、
医
務
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
便
所
、
静
養
室
並
び
に
児
童
発

達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
設
備

（
医
務
室
を
除
く
。
）
の
基
準
に
加
え
て
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
発
達
支
援
室
及
び
遊
戯
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

発
達
支
援
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
お
お
む
ね
十
人
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
児
童
一
人
に
つ
き
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

二 

遊
戯
室
の
面
積
は
、
児
童
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
八
十
四
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理

責
任
者
の
ほ
か
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
（
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必

要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
（
人
工

呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理
、
喀
痰
吸
引
そ
の
他
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
医
療
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
恒
常
的
に

受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
は
看
護
職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
施
設
及
び
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

児
童
四
十
人
以
下
を
通
わ
せ
る
施
設 

栄
養
士 

二 

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設 

調
理
員 



153 

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 

か

く

た

ん 

三 

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対
し

て
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合 

看
護
職
員 

四 
当
該
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三

第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀
痰
吸
引
等
（
同
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
を
い
う
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は

そ
の
一
環
と
し
て
喀
痰
吸
引
等
業
務
（
同
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
い
う
。
）
を
行
う
場

合 

看
護
職
員 

五 

当
該
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ

る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
（
同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
を
い
う
。
）

の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
（
同
法

附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合 

看
護
職
員 

２ 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
員

（
嘱
託
医
を
除
く
。
）
に
加
え
て
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
及
び
看
護
職
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児

童
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
嘱
託
医
は
、
精
神
科
又
は
小
児
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
九
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

事
業
所
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入

園
し
て
い
る
児
童
と
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
入
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
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い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
生
活
指
導
及
び
計
画
の
作
成
） 

第
八
十
五
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
生
活
指
導
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
の
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
は
、

第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
保
護
者
等
と
の
連
絡
） 

第
八
十
六
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
児
童
の
保
護
者
に
児
童
の
性
質
及
び
能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応

じ
当
該
児
童
を
取
り
扱
っ
た
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
委
員
と
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
児
童
の
生
活
指
導
に
つ
き
、
そ
の
協
力

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
） 

第
八
十
七
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
障
害
児
に
対
し
て
行
う
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
は
、
児
童
の
福
祉
に

有
害
な
実
験
に
わ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
十
一
章 

児
童
心
理
治
療
施
設 

（
設
備
の
基
準
） 

第
八
十
八
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
の
居
室
、
医
務
室
、
静
養
室
、
遊
戯
室
、
観
察
室
、
心
理
検
査
室
、
相
談
室
、
工
作
室
、
調
理
室
、
浴
室
及
び
便
所
を

設
け
る
こ
と
。 

二 

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
。 

三 

男
子
と
女
子
の
居
室
は
、
こ
れ
を
別
に
す
る
こ
と
。 
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四 

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
て
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
職
員
） 

第
八
十
九
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
に
は
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
看
護
師
、
個
別
対
応
職
員
、

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に

あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

医
師
は
、
精
神
科
又
は
小
児
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
法

の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理

療
法
に
関
す
る
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
児
童
心
理
治
療
施
設
に
お
い
て

児
童
の
指
導
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

心
理
療
法
担
当
職
員
の
数
は
、
お
お
む
ね
児
童
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。 

６ 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児
童
四
・
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。 

（
児
童
心
理
治
療
施
設
の
長
の
資
格
等
） 

第
九
十
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行

う
児
童
心
理
治
療
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
人
格
が
高
潔
で
識
見

が
高
く
、
児
童
心
理
治
療
施
設
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

医
師
で
あ
っ
て
、
精
神
保
健
又
は
小
児
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 
児
童
心
理
治
療
施
設
の
職
員
と
し
て
三
年
以
上
勤
務
し
た
者 

四 

区
長
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
三
年
以

上
で
あ
る
も
の
又
は
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の 

ア 

児
童
福
祉
司
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
（
国
、
都
道
府
県
又
は
区
市
町
村
の
内
部
組
織
に

お
け
る
相
談
援
助
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事
し
た
期
間 

イ 

社
会
福
祉
主
事
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
期
間 

ウ 

社
会
福
祉
施
設
の
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
期
間
を
除
く
。
） 

２ 

児
童
心
理
治
療
施
設
の
長
は
、
二
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う

研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
心
理
療
法
、
生
活
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
） 

第
九
十
一
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
に
お
け
る
心
理
療
法
及
び
生
活
指
導
は
、
児
童
の
社
会
的
適
応
能
力
の
回
復
を
図
り
、
児
童
が
、

当
該
児
童
心
理
治
療
施
設
を
退
所
し
た
後
、
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
心
理
治
療
施
設
に
お
け
る
家
庭
環
境
の
調
整
は
、
児
童
の
保
護
者
に
児
童
の
状
態
及
び
能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
児

童
の
家
庭
の
状
況
に
応
じ
、
親
子
関
係
の
再
構
築
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
） 

第
九
十
二
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
児
童
に
つ
い
て
、
年
齢
、

発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
意
見
又
は
意
向
、
児
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童
や
そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
九
十
三
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、

定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
職
員
） 

第
九
十
四
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
九
十
五
条 

児
童
心
理
治
療
施
設
の
長
は
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
児
童
相
談
所
並
び
に
必
要
に
応
じ
児
童
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
委
員
、
保
健
所
、
区
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
児
童
の
指
導

及
び
家
庭
環
境
の
調
整
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
二
章 

児
童
自
立
支
援
施
設 

（
設
備
の
基
準
） 

第
九
十
六
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
の
学
科
指
導
に
関
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
設
備
の

設
置
基
準
に
関
す
る
学
校
教
育
法
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
学
科
指
導
を
行
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
設
備
以
外
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
九
条
（
第
二
号
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た

だ
し
、
男
子
と
女
子
の
居
室
は
、
こ
れ
を
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
） 

第
九
十
七
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
に
は
、
児
童
自
立
支
援
専
門
員
（
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
児
童
の
自
立
支
援
を
行
う
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
児
童
生
活
支
援
員
（
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
児
童
の
生
活
支
援
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000001095
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004288.html?id=j63_k1_g6#e000001095
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じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
医
師
又
は
嘱
託
医
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、

栄
養
士
並
び
に
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て

児
童
の
指
導
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
十
人
以
上
に
心
理
療
法
を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
法

の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理

療
法
に
関
す
る
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

実
習
設
備
を
設
け
て
職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

児
童
自
立
支
援
専
門
員
及
び
児
童
生
活
支
援
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児
童
四
・
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。 

（
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
の
資
格
等
） 

第
九
十
八
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
規
則
（
令
和
五
年

内
閣
府
令
第
三
十
八
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
が
行
う
児
童
自
立
支
援
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
知
識

を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
研
修
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
人
格
が
高
潔
で
識
見
が
高
く
、
児
童
自
立
支

援
施
設
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

医
師
で
あ
っ
て
、
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者 
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二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

児
童
自
立
支
援
専
門
員
の
職
に
あ
っ
た
者
等
児
童
自
立
支
援
事
業
に
五
年
以
上
（
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
が
行
う
児
童
自
立
支

援
専
門
員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講
習
の
課
程
（
以
下
「
講
習
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し

た
者
に
あ
っ
て
は
、
三
年
以
上
）
従
事
し
た
者 

四 

区
長
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
五
年
以

上
（
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
が
行
う
講
習
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
三
年
以
上
）
で
あ
る
も
の 

ア 

児
童
福
祉
司
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
（
国
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
又
は
児
童
相
談
所

設
置
市
の
内
部
組
織
に
お
け
る
相
談
援
助
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事
し
た
期
間 

イ 

社
会
福
祉
主
事
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
期
間 

ウ 

社
会
福
祉
施
設
の
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す
る
期
間
を
除
く
。
） 

２ 

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
二
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う

研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
児
童
自
立
支
援
専
門
員
の
資
格
） 

第
九
十
九
条 

児
童
自
立
支
援
専
門
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

医
師
で
あ
っ
て
、
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
児
童
自
立
支
援
専
門
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者
（
学
校
教
育
法

の
規
定
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
） 

四 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心

理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
法
の
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規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で

修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上

児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以
上
で
あ
る

も
の 

五 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
攻
す
る
研
究
科

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
前

条
第
一
項
第
四
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以
上
で
あ
る
も
の 

六 

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
ア
か
ら

ウ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以
上
で
あ
る
も
の 

七 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の

課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有

す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
三
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
ア
か
ら
ウ
ま
で

に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
五
年
以
上
で
あ
る
も
の 

八 

教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を

有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
二
年
以
上
教
員
と
し
て
そ
の
職
務
に
従
事
し
た

も
の 

（
児
童
生
活
支
援
員
の
資
格
） 

第
百
条 

児
童
生
活
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 
三
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
者 

（
生
活
指
導
、
職
業
指
導
、
学
科
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
） 

第
百
一
条 
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
は
、
全
て
児
童
が
そ
の
適
性
及
び
能
力
に
応
じ
て
、
自
立
し

た
社
会
人
と
し
て
健
全
な
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

学
科
指
導
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
学
習
指
導
要
領
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
学
科
指
導
を
行
わ
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

生
活
指
導
、
職
業
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
） 

第
百
二
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
児
童
に
つ
い
て
、
年
齢
、

発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
意
見
又
は
意
向
、
児

童
や
そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
百
三
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的

に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
と
起
居
を
共
に
す
る
職
員
） 

第
百
四
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
児
童
自
立
支
援
専
門
員
及
び
児
童
生
活
支
援
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
を
児
童
と
起

居
を
共
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
百
五
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
児
童
相
談
所
並
び
に
必
要
に
応
じ
児
童
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
委
員
、
公
共
職
業
安
定
所
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
児
童
の
指
導
及
び
家
庭
環
境
の

調
整
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
等
） 

第
百
六
条 

児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
の
自
立
支
援
の
た
め
、
随
時
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診

査
並
び
に
教
育
評
価
（
学
科
指
導
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
三
章 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
設
備
の
基
準
） 

第
百
七
条 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
相
談
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
） 

第
百
八
条 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
次
条
に
お
い
て
「
支
援
」
と
い
う
。
）

を
担
当
す
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
職
員
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
） 

第
百
九
条 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
、
保
護
者
そ
の
他
の
意
向
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も

に
、
懇
切
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
、
母
子
・
父

子
自
立
支
援
員
、
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
、
公
共
職
業
安
定
所
、
女
性
相
談
支
援
員
、
保
健
所
、
区
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
、
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
学
校
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
他
の
支
援
を
迅
速
か
つ
的
確
に
行
う
こ
と
が
で
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き
る
よ
う
円
滑
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
附
置
さ
れ
て
い
る
施
設
と
の
緊
密
な
連
携
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
支
援
を
円

滑
に
行
え
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
四
章 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
設
備
の
基
準
） 

第
百
十
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
事
務
室
、
相
談
室
等
の
里
親
及
び
里
親
に
養
育
さ
れ
る
児
童
並
び
に
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る

者
（
次
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
里
親
等
」
と
い
う
。
）
が
訪
問
で
き
る
設
備
そ
の
他
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
） 

第
百
十
一
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
里
親
制
度
等
普
及
促
進
担
当
者
、
里
親
等
支
援
員
及
び
里
親
研
修
等
担
当
者
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

里
親
制
度
等
普
及
促
進
担
当
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
里
親
に
委
託
さ
れ
た
児
童
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
養
育

者
等
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
一
条
の
十
に
規
定
す
る
養
育
者
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援

施
設
の
職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度

へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
を
有
す
る
も
の 

三 

里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
の
普
及
促
進
及
び
新
た
に
里
親
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の
開
拓
に
関
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し
て
、
区
長
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

３ 
里
親
等
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く

は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以

上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
を

有
す
る
も
の 

三 

里
親
等
へ
の
支
援
の
実
施
に
関
し
て
、
区
長
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

４ 

里
親
研
修
等
担
当
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く

は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以

上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
を

有
す
る
も
の 

三 

里
親
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
研
修
の
実
施
に
関
し
て
、
区
長
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を

有
す
る
と
認
め
る
者 

（
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
の
資
格
等
） 

第
百
十
二
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
法
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
里
親

支
援
事
業
の
業
務
の
十
分
な
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く

は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以

上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
を

有
す
る
も
の 

三 

区
長
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

（
里
親
支
援
） 

第
百
十
三
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
支
援
は
、
里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
の
普
及
促
進
、
新
た
に

里
親
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の
開
拓
、
里
親
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る

者
へ
の
研
修
の
実
施
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
委
託
の
推
進
、
里
親
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育

事
業
に
従
事
す
る
者
、
里
親
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る
者
に
養
育
さ
れ
る
児
童
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す

る
者
へ
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
包
括
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
里
親
に
養
育
さ
れ
る
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育

成
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
最
善
の
利
益
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
百
十
四
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と

も
に
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
百
十
五
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
都
道
府
県
、
区
市
町
村
、
児
童
相
談
所
及
び
里
親
に
養
育
さ
れ
る
児
童
の
通
学
す
る

学
校
並
び
に
必
要
に
応
じ
児
童
福
祉
施
設
、
児
童
委
員
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
、
里
親
等
へ
の
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 
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第
十
五
章 

雑
則 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
百
十
六
条 

児
童
福
祉
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お

い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
四
十
二
条
第
五
号
、
第
五
十
六
条
第
二
項
第
四
号
、
第
六
十
二
条
第
八
号
及
び
第
九
十
九
条
第
七
号
に
規
定
す
る
高
等
学
校

に
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
み
、
第
三
十
一
条
第
四
項
、
第
四
十
条

第
三
項
、
第
五
十
六
条
第
二
項
第
六
号
、
第
六
十
条
第
四
項
、
第
六
十
二
条
第
四
号
、
第
八
十
九
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
四

項
及
び
第
九
十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
大
学
に
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
を
含

む
も
の
と
す
る
。 

３ 

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
施
設

最
低
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
児
童
の
教
護
事
業
に
従
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事
し
た
期
間
は
、
第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条
ま
で
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。 

４ 
第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
か
ら
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
第
八
十
一
条
か
ら
第

八
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
、
児
童
自
立
支
援
専
門
員
又
は
児
童
生
活
支
援
員
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条
ま
で
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
、
児
童
自
立
支
援
専
門
員
又
は
児
童
生
活
支
援
員
と
み
な

す
。 

５ 

第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護

師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
、
一
人
に
限
っ
て
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

乳
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、

当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日
前
か
ら
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
乳
児
院
等
」
と
い
う
。
）
に
置
か
れ
て
い
る
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
に
相
当
す
る
者
は
、
第
三
十
一
条
第

二
項
、
第
六
十
条
第
二
項
、
第
八
十
九
条
第
四
項
又
は
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
乳
児
院
等
に
お
け
る

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日
前
か
ら
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
又
は
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
長
で

あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設
の
長
で
あ
る
者
と
み
な
す
。 

８ 

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心

理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
（
以
下
「
乳
児
院
等
の
長
」
と
い
う
。
）
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
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11 10 12 13 
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

乳
児
院
等
の
長
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
と
み
な
す
。 

９ 
保
育
士
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
第
五
十
条
第
二
項
中

「
十
五
人
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
人
」
と
、
「
二
十
五
人
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
保
育
所
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
） 

 

保
育
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、

第
五
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
必
要
な

保
育
士
が
一
人
と
な
る
と
き
は
、
当
該
保
育
士
に
加
え
て
、
都
道
府
県
知
事
が
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認

め
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

前
項
の
事
情
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
幼
稚
園
教
諭
若
し
く

は
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
）
を
有

す
る
者
を
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

付
則
第
十
項
の
事
情
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
保
育
所
が
八
時
間
を
超
え
て
開
所
す
る
日
に
お
い
て
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と

な
る
保
育
士
の
総
数
が
、
当
該
保
育
所
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
数
を
超
え
る
と

き
は
、
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
保
育
士
の
総
数
か
ら
利
用
定
員
の
総
数
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
保
育
士
の
数
を
差
し
引
い
て
得
た
数
の
範
囲
で
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
い
、
付
則
第
五
項
又

は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
保
育
士
の
数
（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
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合
の
第
五
十
条
第
二
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
三
分
の
二
以
上
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
説 

 
明
） 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し

ま
す
。 
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議
案
第
三
十
四
号 

 
 

 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、

職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
設
備
運
営
基
準
の
目
的
等
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
基
準
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
区
長
の
監
督
に
属
す
る
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
児
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
養
成
又
は
訓
練

を
受
け
た
職
員
の
指
導
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

区
は
、
設
備
運
営
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
設
備
運
営
基
準
と
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
） 

第
四
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
設
備
運
営
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。 

２ 
設
備
運
営
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
設
備
運
営
基

準
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

区
長
は
、
文
京
区
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
（
令
和
六
年 

 
 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
文
京
区
児

童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
監
督
に
属
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
対
し
、
設
備
運
営
基
準
を
超
え
て
、
そ
の

設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
一
般
原
則
） 

第
五
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
園
児
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運

営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
園
児
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
法
に
定
め
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
と
非
常
災
害
対
策
） 

第
六
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も

に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
な
計
画
を
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

前
項
の
訓
練
の
う
ち
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
学
級
の
編
制
の
基
準
） 

第
七
条 

満
三
歳
以
上
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
を
行
う
た
め
、
学
級
を
編
制
す
る
も
の
と
す
る
。 
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２ 

一
学
級
の
園
児
数
は
、
三
十
五
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。 

３ 
学
級
は
、
学
年
の
初
め
の
日
の
前
日
に
お
い
て
同
じ
年
齢
に
あ
る
園
児
で
編
成
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
） 

第
八
条 
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽
に
励
み
、
法
に
定
め
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
数
等
） 

第
九
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
各
学
級
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
又
は
保
育
教
諭

（
次
項
に
お
い
て
「
保
育
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
保
育
教
諭
等
は
、
専
任
の
副
園
長
若
し
く
は
教
頭
が
兼
ね
、
又
は
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
の
学
級
数
の
三
分
の
一
の
範
囲
内
で
、
専
任
の
助
保
育
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三
歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
育
。
以
下
同
じ
。
）

に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
員
数
以
上

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

      

さ
ん 

四 

満
一
歳
未
満
の
園
児 

三 

満
一
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
園
児 

二 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園
児 

一 

満
四
歳
以
上
の
園
児 園

児
の
区
分 

お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人 

お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人 

お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人 

お
お
む
ね
二
十
五
人
に
つ
き
一
人 

員
数 
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４ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
調
理
業
務

の
全
部
を
委
託
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

副
園
長
又
は
教
頭 

二 

主
幹
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭 

三 

事
務
職
員 

（
園
舎
及
び
園
庭
） 

第
十
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
園
舎
及
び
園
庭
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

園
舎
は
、
二
階
建
以
下
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
三
階
建
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
、
遊
戯
室
又
は
便
所
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。
）
は
一
階
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
園
舎
が
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
保
育
室
等
を
二
階
に
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定

備
考 

 

一 

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
付
則
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
教
頭
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か

つ
、
登
録
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
で
あ
っ

て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。 

二 

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
同
表
の
上
欄
の
園
児
の
区
分
ご
と
に
下
欄
の
園
児
数
に
応
じ
定
め
る
数
を
合
算
し
た
数
と

す
る
。 

 

三 

こ
の
表
の
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
員
数
が
学
級
数
を
下
る
と
き
は
、
当
該
学
級
数
に
相
当
す
る
数
を
当
該
員
数
と

す
る
。 

 

四 

園
長
が
専
任
で
な
い
場
合
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
表
に
定
め
る
員
数
を
一
人
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。 
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に
よ
り
園
舎
を
三
階
建
以
上
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
保
育
室
等
を
三
階
以
上
の
階
に
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
が
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

               

 

三
階 

 

二
階 階 

避
難
用 

常 

用 

避
難
用 

常 
用 

区
分 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造

の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造

の
屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

１ 
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各

号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物
の
一
階
か
ら
二
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と

階
段
室
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項

第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
） 

２ 

待
避
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー 

３ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
設
備 

４ 

屋
外
階
段 

１ 

屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

 

設
備 
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三 

前
号
に
掲
げ
る
設
備
が
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
保
育
室
等
の
各
部
分
か
ら
そ
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
が

三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

四 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
調
理
室
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
と
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
調
理
室
の
部
分
が
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火

構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
換
気
、
暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
が
、
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫
通
す
る
部
分
又
は
こ
れ
に
近
接

 

四
階
以
上 

 

避
難
用 

常 

用 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造

の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物

の
一
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と
は
、

バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を

除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、

か
つ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
） 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路 

３ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階
段 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造

の
屋
内
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階
段 

 

の
一
階
か
ら
三
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
を
通

じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。
） 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設 

備 

３ 

屋
外
階
段 
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す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に
ダ
ン
パ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ア 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

調
理
用
器
具
の
種
類
に
応
じ
て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
調
理
室
の
外
部
へ
の
延
焼
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

五 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
て
い
る
こ
と
。 

 

六 

保
育
室
等
そ
の
他
園
児
が
出
入
り
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
園
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。 

七 

非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

八 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に
つ
い
て
防
炎
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

４ 

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
三
階
以
上
の
階
に
設
け
ら
れ
る
保
育
室
等
は
、
原
則
と
し
て
、
満
三
歳
未
満
の
園
児
の
保

育
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

園
舎
及
び
園
庭
は
、
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 

６ 

園
舎
の
面
積
は
、
次
に
掲
げ
る
面
積
を
合
算
し
た
面
積
以
上
と
す
る
。 

一 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積 

      

二 

満
三
歳
未
満
の
園
児
数
に
応
じ
、
次
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
面
積 

二
学
級
以
上 

一
学
級 

学
級
数 

三
百
二
十
に
、
学
級
数
か
ら
二
を
減
じ
た
数
に
百
を
乗
じ
て
得

た
数
を
加
え
た
数
値
の
面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す

る
。
） 

百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

面
積 
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７ 

園
庭
の
面
積
は
、
次
に
掲
げ
る
面
積
を
合
算
し
た
面
積
以
上
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
面
積 

ア 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積 

      

イ 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
三
歳
以
上
の
園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

二 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

（
園
舎
に
備
え
る
べ
き
設
備
） 

第
十
一
条 

園
舎
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
（
第
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
満
二
歳
未
満
の
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

を
入
園
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
保
育
室
と
遊
戯
室
及

び
職
員
室
と
保
健
室
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

職
員
室 

二 

乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室 

三 

保
育
室 

四 

遊
戯
室 

五 

保
健
室 

三
学
級
以
上 

二
学
級
以
下 

学
級
数 

四
百
に
、
学
級
数
か
ら
三
を
減
じ
た
数
に
八
十
を
乗
じ
て
得
た

数
を
加
え
た
数
値
の
面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す
る
。
） 

三
百
三
十
に
、
学
級
数
か
ら
一
を
減
じ
た
数
に
三
十
を
乗
じ
て

得
た
数
を
加
え
た
数
値
の
面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す

る
。
） 

面
積 
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六 

調
理
室 

七 

便
所 

八 
飲
料
水
用
設
備
、
手
洗
用
設
備
及
び
足
洗
用
設
備 

２ 

保
育
室
（
満
三
歳
以
上
の
園
児
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
は
、
学
級
数
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

満
三
歳
以
上
の
園
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
理
室
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
て
も
な
お
当
該
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

飲
料
水
用
設
備
は
、
手
洗
用
設
備
又
は
足
洗
用
設
備
と
区
別
し
て
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
以
上
と
す
る
。 

一 

乳
児
室 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未
満
の
園
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
し
な
い
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

二 

ほ
ふ
く
室 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未
満
の
園
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
す
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

三 

保
育
室
又
は
遊
戯
室 

一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
以
上
の
園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

６ 

第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
の
ほ
か
、
園
舎
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
備
え
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
送
聴
取
設
備 

二 

映
写
設
備 

三 

水
遊
び
場 

四 

園
児
清
浄
用
設
備 

五 

図
書
室 



 

180 

六 

会
議
室 

（
園
具
及
び
教
具
） 

第
十
二
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
学
級
数
及
び
園
児
数
に
応
じ
、
教
育
上
及
び
保
育
上
、
保
健
衛
生
上
並
び
に
安
全

上
必
要
な
種
類
及
び
数
の
園
具
及
び
教
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
園
具
及
び
教
具
は
、
常
に
改
善
し
、
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
の
基
準
の
特
例
） 

第
十
三
条 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
満
三
歳
以
上
の
園
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
外
で
調
理

し
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

園
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
の
責
任
が
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
り
、
そ
の
管
理
者
が
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等

業
務
上
必
要
な
注
意
を
果
た
し
得
る
よ
う
な
体
制
及
び
調
理
業
務
の
受
託
者
と
の
契
約
内
容
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
他
の
施
設
、
保
健
所
、
区
市
町
村
等
の
栄
養
士
に
よ
り
、
献
立
等
に
つ
い
て
栄
養
の

観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
等
、
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
。 

三 

調
理
業
務
の
受
託
者
を
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄
養
面

等
、
調
理
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
と
す
る
こ
と
。 

四 

園
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態
に
応
じ
た
食
事
の
提
供
や
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の
配
慮
、
必

要
な
栄
養
素
量
の
給
与
等
、
園
児
の
食
事
の
内
容
、
回
数
及
び
時
機
に
適
切
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

五 

食
を
通
じ
た
園
児
の
健
全
育
成
を
図
る
観
点
か
ら
、
園
児
の
発
育
及
び
発
達
の
過
程
に
応
じ
て
食
に
関
し
配
慮
す
べ
き
事
項

を
定
め
た
食
育
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
食
事
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

（
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
と
き
の
職
員
の
基
準
） 
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第
十
四
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職

員
の
一
部
を
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
は
、
園
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
員

に
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
と
き
の
設
備
の
基
準
） 

第
十
五
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設

備
の
一
部
を
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
保
育
室
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、

そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
食
事
） 

第
十
六
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
該
当
す
る
園
児
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、

当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
内
で
調
理
す
る
方
法
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
調
理
室
を

兼
ね
て
い
る
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
調
理
室
に
お
い
て
調
理
す
る
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
園
児
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
そ
の
献
立
は
、
で
き
る
限
り
、
変
化
に
富
み
、

園
児
の
健
全
な
発
育
に
必
要
な
栄
養
量
を
含
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

食
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
園
児
の
身
体
的
状
況
及
び
嗜
好
を

考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
園
児
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
教
育
及
び
保
育
を
行
う
期
間
及
び
時
間
） 

し 
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第
十
七
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
を
行
う
期
間
及
び
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
毎
学
年
の
教
育
週
数
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
三
十
九
週
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 

教
育
に
係
る
標
準
的
な
一
日
当
た
り
の
時
間
（
次
号
に
お
い
て
「
教
育
時
間
」
と
い
う
。
）
は
、
四
時
間
と
し
、
園
児
の
心

身
の
発
達
の
程
度
、
季
節
等
に
適
切
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

三 

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
該
当
す
る
園
児
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
の
時
間
（
満
三
歳
以
上
の
保
育
を
必
要
と
す
る
子

ど
も
に
該
当
す
る
園
児
に
つ
い
て
は
、
教
育
時
間
を
含
む
。
）
は
、
一
日
に
つ
き
八
時
間
を
原
則
と
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
三
号
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
園
児
の
保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、

園
長
が
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
開
園
日
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
い
た
日
と
し
、
開
園
時
間
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
十
一
時
間
と
す
る
。
た

だ
し
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
保
護
者
の
就
労
の
状
況
等
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
開
園
日
及
び
開
園
時
間
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。 

（
履
修
困
難
な
教
育
内
容
の
指
導
） 

第
十
八
条 

園
児
が
心
身
の
状
況
に
よ
っ
て
履
修
す
る
こ
と
が
困
難
な
教
育
内
容
は
、
そ
の
園
児
の
心
身
の
状
況
に
適
合
す
る
よ
う

に
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
子
育
て
支
援
事
業
の
内
容
） 

第
十
九
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
護
者
に
対
す
る
子
育
て
の
支
援
は
、
保
護
者
が
子
育
て
に
つ
い
て
の
第
一
義

的
責
任
を
有
す
る
と
い
う
基
本
認
識
の
下
に
、
子
育
て
を
自
ら
実
践
す
る
力
の
向
上
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

教
育
及
び
保
育
に
関
す
る
専
門
性
を
十
分
に
活
用
し
、
子
育
て
支
援
事
業
の
う
ち
、
そ
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
教
育
及
び
保
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育
に
対
す
る
需
要
に
照
ら
し
当
該
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
保
護
者
の
要
請
に
応
じ
適
切

に
提
供
し
得
る
体
制
の
下
で
行
う
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
地
域
の
人
材
や
社
会
資
源
の
活
用
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
園
児
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
） 

第
二
十
条 
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
園
児
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
又
は
入
園
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す

る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
二
十
一
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
園
児
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の

他
当
該
園
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
二
十
二
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
を
継
続
的
に

実
施
す
る
た
め
並
び
に
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策

定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を

定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
二
十
三
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
園
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘

密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
園
児
又
は
そ
の
家
族
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の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
二
十
四
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
行
っ
た
教
育
及
び
保
育
並
び
に
子
育
て
の
支
援
に
関
す
る
園
児
又
は
そ
の
保

護
者
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
行
っ
た
教
育
及
び
保
育
並
び
に
子
育
て
の
支
援
に
つ
い
て
、
都
又
は
区
か
ら
指
導
又
は

助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化

委
員
会
が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
護
者
と
の
連
絡
） 

第
二
十
五
条 

園
長
は
、
常
に
園
児
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
教
育
及
び
保
育
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解

及
び
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
般
的
基
準
） 

第
二
十
六
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
位
置
は
、
そ
の
運
営
上
適
切
で
、
通
園
の
際
安
全
な
環
境
に
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
は
、
指
導
上
、
保
健
衛
生
上
、
安
全
上
及
び
管
理
上
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
掲
示
） 

第
二
十
七
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
建
物
又
は
敷
地
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
施
設
が
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
で
あ
る
旨
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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付 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
第
九
条
第
三
項
の
表
第
一
号
中
「
二
十
五
人
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
人
」
と
、
同
表
第
二
号
中
「
十

五
人
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
二
年
間
は
、
副
園
長
又
は
教
頭
を
置
く
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
備
考
第
一
号
中
「
か
つ
、
」
と
あ
る
の
は
、

「
又
は
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
に
係
る
特
例
） 

４ 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
幼
稚
園
（
そ
の
運
営
の
実
績
そ
の
他
に
よ
り
適
正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
を
廃
止
し
、
当
該
幼
稚
園

と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
幼
稚
園
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
第
十
条
第
三
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

  

 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

読
み
替
え 

る
規
定 
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第
十
一

条

第
五
項 

第
十
条

第

七
項 

第
十
条

第

三
項 

一 

乳
児
室 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未
満

の
園
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
し
な
い
も
の
の
数
を
乗
じ

て
得
た
面
積 

二 

ほ
ふ
く
室 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未

満
の
園
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
す
る
も
の
の
数
を
乗
じ

て 

一 

次
に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
面 

積 ア 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積 

             

イ 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
三
歳
以
上
の
園
児

数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す 

一 

乳
児
室 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未
満

の
園
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
し
な
い
も
の
の
数
を
乗
じ

て
得
た
面
積 

二 
ほ
ふ
く
室 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未

満
の
園
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
す
る
も
の
の
数
を
乗
じ

て 

一 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積 

         

耐
火
建
築
物
で
、
園
児
の
待
避
上
必
要
な
設
備
を
備
え

る 

三
学
級

以
上 

二
学
級

以
下 

 

四
百
に
、
学
級
数
か
ら
三
を
減

じ
た
数
に
八
十
を
乗
じ
て
得
た

数
を
加
え
た
数
値
の
面
積
（
平

方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す
る
。
） 

三
百
三
十
に
、
学
級
数
か
ら
一

を
減
じ
た
数
に
三
十
を
乗
じ
て

得
た
数
を
加
え
た
数
値
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す

る
。
） 

面
積 

三
学
級

以
上 

二
学
級

以
下 

 

四
百
に
、
学
級
数
か
ら
三
を
減

じ
た
数
に
八
十
を
乗
じ
て
得
た

数
を
加
え
た
数
値
の
面
積
（
平

方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す
る
。
） 

三
百
三
十
に
、
学
級
数
か
ら
一

を
減
じ
た
数
に
三
十
を
乗
じ
て

得
た
数
を
加
え
た
数
値
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す

る
。
） 

面
積 

学
級
数 

学
級
数 
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５ 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
保
育
所
（
そ
の
運
営
の
実
績
そ
の
他
に
よ
り
適
正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
保
育
所
を
廃
止
し
、
当
該
保
育
所
と

同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
育
所
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
第
十
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

            

 
 

て
得
た
面
積 

三 

保
育
室
又
は
遊
戯
室 

一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト 

ル
に
満
二
歳
以
上
の
園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

て
得
た
面
積 

第
十

条
第

六
項 

第
十

条
第

三
項 

 

一 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積 

 

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

一 

満
三
歳
以
上
の
園
児
数
に
応
じ
、
次
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
面
積 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に

関
す
る
条
例
（
令
和
六
年 

 
 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

 
 

号
）
第
四
十
八
条
第
八
号
ア
、
イ
及
び
カ 

読
み
替
え
る
字
句 

読
み
替
え 

る
規
定 

二
学
級

以
上 

一
学
級 

 

三
百
二
十
に
、
学
級
数
か
ら
二

を
減
じ
た
数
に
百
を
乗
じ
て
得

た
数
を
加
え
た
数
値
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す

る
。
） 

百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

面
積 

学
級
数 
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６ 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
幼
稚
園
又
は
保
育
所
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
を
廃
止
し
、
当
該
幼

稚
園
又
は
保
育
所
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を

設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
っ
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
舎
と
同
一
の
敷

地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
園
庭
（
第
十
条
第
七
項
第
一
号
の
面
積
以
上
の
面
積
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
る
も
の
は
、
当
分

第
十

条
第

七
項 

 

一 

次
に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
面 

積 

 

ア 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積 

              

イ 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
三
歳
以
上
の
園
児

数
を
乗
じ
て
得
た
面
積 

 

 

一 

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
三
歳
以
上
の
園
児
数

を
乗
じ
て
得
た
面
積 

 
 

る
。
） 

三
学
級

以
上 

二
学
級

以
下 

 

四
百
に
、
学
級
数
か
ら
三
を
減

じ
た
数
に
八
十
を
乗
じ
て
得
た

数
を
加
え
た
数
値
の
面
積
（
平

方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す
る
。
） 

三
百
三
十
に
、
学
級
数
か
ら
一

を
減
じ
た
数
に
三
十
を
乗
じ
て

得
た
数
を
加
え
た
数
値
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
を
単
位
と
す

る
。
） 

面
積 

学
級
数 
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の
間
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
所
に
園
庭
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
満
三
歳
以
上
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

園
児
が
安
全
に
移
動
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

園
児
が
安
全
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。 

三 

園
児
が
日
常
的
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

教
育
及
び
保
育
の
適
切
な
提
供
が
可
能
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
数
等
に
係
る
特
例
） 

７ 

園
児
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
園
児
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
第
九
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
必

要
と
な
る
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当
分

の
間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
う
ち
一
人
は
、
同
項
の
表
備
考
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

区
長
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

第
九
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有

す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
「
小
学
校
教
諭
等

免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者

は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 

９ 

一
日
に
つ
き
八
時
間
を
超
え
て
開
園
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
開
園
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
職
員
の

総
数
が
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
第
九
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号

に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
開
園
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
職
員
の
総
数
か
ら
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
を
差
し
引
い
て
得
た
数
の
範
囲
で
、
区
長
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
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者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に

基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
第
九
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
一
歳

未
満
の
園
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看

護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
第
九
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
よ
る

支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
看
護
師
等
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て

は
な
ら
な
い
。 

 

付
則
第
八
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
を
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
、

区
長
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
又
は
看
護
師
等
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
、
区
長
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
看
護
師
等
の
総
数

は
、
常
時
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 （

説 
 

明
） 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  

11 12 10 
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議
案
第
三
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外

の
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
認
定
こ
ど
も
園
の
類
型
） 

第
三
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
類
型
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設 

ア 

単
独
型 

幼
稚
園
教
育
要
領
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
二
号
）
に
従
っ
て
編
成
さ
れ
た
教
育
課
程
に
基

づ
く
教
育
を
行
う
ほ
か
、
当
該
教
育
の
た
め
の
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
在
籍
し
て
い
る
子
ど
も
の
う
ち
保
育
を
必
要

と
す
る
子
ど
も
に
該
当
す
る
者
に
対
す
る
教
育
を
行
う
幼
稚
園 

イ 

幼
稚
園
及
び
保
育
機
能
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
並
び
に
そ
の
附
属
設
備
が
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
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施
設
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

⑴ 

並
列
型 

当
該
認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
に
お
い
て
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
い
、
か
つ
、
当

該
保
育
を
実
施
す
る
に
当
た
り
当
該
認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
幼
稚
園
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い

る
施
設 

⑵ 

年
齢
区
分
型 

当
該
認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
に
入
所
し
て
い
た
子
ど
も
を
引
き
続
き
当
該
認
定
こ

ど
も
園
を
構
成
す
る
幼
稚
園
に
入
園
さ
せ
て
一
貫
し
た
教
育
及
び
保
育
を
行
う
施
設 

二 

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園 

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
を
行
う
ほ
か
、
当
該
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

以
外
の
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
（
区
に
お
け
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
四
項
に

規
定
す
る
保
育
の
利
用
に
対
す
る
需
要
の
状
況
に
照
ら
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
数
の
子
ど
も
に
限
る
。
）
を
保
育
し
、
か
つ
、

満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校
教
育
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
う
保
育
所 

三 

地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園 

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
を
行
う
ほ
か
、
当
該
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
以
外
の
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
を
保
育
し
、
か
つ
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校
教
育
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ

る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
う
保
育
機
能
施
設
で
あ
っ
て
、
区
長
が
別
に
定
め
る
も
の 

（
学
級
の
編
制
の
基
準
） 

第
四
条 

満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
幼
稚
園
と
同
様
に
一
日
に
四
時
間
程
度
利
用
す
る
も
の
及
び
保
育
所
と
同
様
に
一
日

に
八
時
間
程
度
利
用
す
る
も
の
に
共
通
の
四
時
間
程
度
の
利
用
時
間
（
以
下
「
共
通
利
用
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
学

級
を
編
制
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
学
級
の
子
ど
も
の
数
は
、
三
十
五
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。 

３ 

学
級
は
、
学
年
の
初
め
の
日
の
前
日
に
お
い
て
同
じ
年
齢
に
あ
る
子
ど
も
で
編
成
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 
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（
職
員
の
配
置
の
基
準
） 

第
五
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
認
定
こ
ど
も
園
の
長
を
置
く
ほ
か
、
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
（
以
下
「
保
育
従

事
職
員
」
と
い
う
。
）
並
び
に
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
調
理
業
務
の
全

部
を
委
託
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
各
施
設
の
職
員
の
配
置
の
基
準
を
満
た
し
、
次
に
掲
げ
る
保
育
従
事
職

員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

満
一
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上 

二 

満
一
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上 

三 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上 

四 

満
四
歳
以
上
の
子
ど
も
お
お
む
ね
二
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上 

３ 

学
級
に
は
、
専
任
の
担
任
を
一
人
以
上
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
従
事
職
員
の
数
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
算
定
し
た
数
（
十
分
の
一
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
て
得
た
数
）
を
合
算
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

算
定
し
た
数
（
十
分
の
一
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
て
得
た
数
）
を
合
算
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が

生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
数
）
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
し
た
専
任
の
担
任
（
以
下
「
学
級
担
任
」
と
い

う
。
）
の
数
（
以
下
「
学
級
担
任
数
」
と
い
う
。
）
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
算
定
し
た
数
（
十
分
の
一
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
て
得
た
数
）
を
合
算
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
数
。
以
下
「
満
三
歳
未
満
児
の
保
育
従
事
職
員
数
」
と
い
う
。
）
に
、
学
級
担

任
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。 
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５ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
従
事
職
員
の
配
置
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
保
育
従
事
職
員
の
資
格
） 

第
六
条 

保
育
従
事
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
保
育
従
事
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
従
事
職
員 

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登

録
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い

て
、
満
三
歳
未
満
児
の
保
育
従
事
職
員
数
の
六
割
以
上
の
者
が
登
録
を
受
け
た
者
（
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
の
資
格
を

有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
登
録
を
受
け
た
者
と
同
等
の
資
格
を
有
す
る
と
み
な
す
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
以
外
の
者
が
そ

の
意
欲
、
適
性
及
び
能
力
等
を
考
慮
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
従
事
職
員 

幼
稚
園
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七

号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
（
以
下
「
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
」
と
い
う
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
登
録
を
受
け

た
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登
録
を
受
け
た
者
を
置
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、

い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
級
担
任
は
、
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
時
点
に
お
い
て
学
級
担
任
を
幼
稚
園
教

諭
免
許
状
を
有
す
る
者
と
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
登
録
を
受
け
た
者
（
そ
の
意
欲
、
適
性
及
び
能
力
等
を
考
慮
し
て

適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
の
取
得
に
向
け
た
努
力
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
を
学
級
担
任
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
利
用
時
間
以
外
に
お
け
る
保
育
従
事
職
員
は
、
登
録
を
受
け
た
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
満
三
歳
以
上
の
保
育
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従
事
職
員
数
の
六
割
以
上
の
者
が
登
録
を
受
け
た
者
（
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
登
録

を
受
け
た
者
と
同
等
の
資
格
を
有
す
る
と
み
な
す
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
以
外
の
者
が
そ
の
意
欲
、
適
性
及
び
能
力
等
を
考

慮
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
施
設
設
備
） 

第
七
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
は
、
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
の
適
切
か
つ
一
体
的
な
提
供
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

二 

子
ど
も
の
移
動
時
の
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

２ 

認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
幼
稚
園
の
う
ち
、
並
列
型
及
び
年
齢
区
分
型
に
あ
っ
て
は
幼
稚
園
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文

部
省
令
第
三
十
二
号
）
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
（
以
下
「
設
置
基
準
」
と
い
う
。
）
を
満
た
す
も
の
と
し
、

単
独
型
に
あ
っ
て
は
設
置
基
準
を
満
た
し
、
か
つ
、
幼
稚
園
設
置
基
準
第
十
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
給
食
施
設
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
共
通
利
用
時
間
以
外
の
保
育
室
の
面
積
は
、
子
ど
も
一
人
に
つ
き
、
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
保
育
所
は
、
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年 

 
 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

４ 

認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
（
第
一
号
に
掲
げ
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
満
二
歳
未
満
の

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
を
入
所
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
保
育
室
と
遊
戯
室
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室 

二 

保
育
室 
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階 

三 

遊
戯
室 

四 

屋
外
遊
戯
場
（
認
定
こ
ど
も
園
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
） 

五 
医
務
室 

六 

調
理
室 

七 

便
所 

５ 

乳
児
室
若
し
く
は
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
、
遊
戯
室
又
は
便
所
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。
）
は
一
階
に
設
け
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
が
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は

保
育
室
等
を
二
階
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
保
育
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火
建
築
物
（
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
い
、
同
号
ロ
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
（
保
育
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
耐
火
建
築
物
）
で
あ
る
こ
と
。 

二 

保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
が
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

       

二
階  

避
難
用 

常 

用 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各 

号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段 

２ 

待
避
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー 

３ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準 

１ 

屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

 設
備 

 

区
分 
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 三 

前
号
に
掲
げ
る
設
備
が
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
保
育
室
等
の
各
部
分
か
ら
そ
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
が

三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

四
階
以
上 

三
階  

避
難
用 

常 

用 

避
難
用 

常 

用 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造 

の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物 

の
一
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と
は
、 

バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を 

除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、 

か
つ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
） 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路 

３ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階
段 

１ 
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造 

の
屋
内
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階
段 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造 

の
屋
内
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設 

 

備 

３ 

屋
外
階
段 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造 

の
屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

ず
る
設
備 

４ 

屋
外
階
段 
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四 

保
育
機
能
施
設
の
調
理
室
（
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の

部
分
と
保
育
機
能
施
設
の
調
理
室
の
部
分
が
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
建
築

基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
換
気
、

暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
が
、
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫
通
す
る
部
分
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に
ダ

ン
パ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ア 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

調
理
用
器
具
の
種
類
に
応
じ
て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
調
理
室
の
外
部
へ
の
延
焼
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

保
育
機
能
施
設
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
て
い
る
こ
と
。 

六 

保
育
室
等
そ
の
他
子
ど
も
が
出
入
り
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
子
ど
も
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

七 

非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

八 

保
育
機
能
施
設
の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に
つ
い
て
防
炎
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

６ 

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
は
、
保
育
に
適
切
な
も
の
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
の
面
積 

満
二
歳
未
満
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

年
度
の
途
中
に
定
員
を
超
え
て
入
所
さ
せ
る
場
合
の
面
積
は
、
満
二
歳
未
満
の
子
ど
も
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
内
に
限
り
、
一

人
当
た
り
二
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

保
育
室
又
は
遊
戯
室
の
面
積 

満
二
歳
以
上
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

屋
外
遊
戯
場
の
面
積 

満
二
歳
以
上
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 
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し 

（
食
事
） 

第
八
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
内
で
調
理

す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
子
ど
も
に
食
事
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び

に
子
ど
も
の
身
体
的
状
況
及
び
嗜
好
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
可
能
な
限
り
変
化
に
富
み
、
子
ど
も
の
健
全
な
発
育
に
必
要
な
栄

養
量
を
含
有
す
る
献
立
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
子
ど
も
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
認
定
こ
ど
も
園
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
満
三
歳
以
上
の
子

ど
も
に
対
す
る
食
事
を
当
該
認
定
こ
ど
も
園
外
で
調
理
し
、
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

子
ど
も
に
対
し
食
事
を
提
供
す
る
責
任
を
有
す
る
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
管
理
者
が
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等
業
務
上
必
要
な

注
意
を
果
た
し
得
る
よ
う
な
体
制
及
び
調
理
業
務
を
受
託
す
る
者
と
の
契
約
内
容
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
認
定
こ
ど
も
園
又
は
他
の
施
設
、
保
健
所
、
区
市
町
村
等
の
栄
養
士
か
ら
、
献
立
等
に
つ
い
て
、
栄
養
の
観
点
か
ら
の

指
導
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
等
の
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
。 

三 

調
理
業
務
を
受
託
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄
養

面
等
調
理
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
と
す
る
こ
と
。 

四 

調
理
業
務
を
受
託
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態
に
応
じ
た
食
事
の
提
供
、
ア

レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の
配
慮
、
必
要
な
栄
養
素
量
の
確
保
等
子
ど
も
の
食
事
の
内
容
、
回
数
及
び
時
機
に
適
切
に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

五 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
食
を
通
じ
た
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
観
点
か
ら
、
子
ど
も
の
発
育
及
び
発
達
の
過
程
に
応
じ
て
、
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食
に
関
し
配
慮
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
食
育
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
食
事
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

６ 
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
食
事
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
調
理
室
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
認
定
こ
ど
も
園
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有

す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
） 

第
九
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
の
内
容
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・

保
育
要
領
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
号
）
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
幼
稚
園
教
育
要
領

及
び
保
育
所
保
育
指
針
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
七
号
）
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
は
、
子
ど
も
の
一
日
の
生
活
の
リ
ズ
ム
、
集
団
生
活
の
経
験
年
数
が
異
な
る
こ
と
等
の
認
定
こ

ど
も
園
に
固
有
の
事
情
に
配
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
十
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行

為
そ
の
他
当
該
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
保
育
従
事
職
員
の
資
質
向
上
等
） 

第
十
一
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
、
保
育
従
事
職
員
の
資
質
の
向
上
等
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

保
育
従
事
職
員
は
、
自
ら
そ
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。 

二 

認
定
こ
ど
も
園
の
長
は
、
教
育
及
び
保
育
の
質
の
確
保
及
び
向
上
を
図
る
た
め
、
日
々
の
指
導
計
画
の
作
成
、
教
材
準
備
、

研
修
等
に
必
要
な
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
午
睡
の
時
間
、
職
員
の
勤
務
体
制
、
職
員
の
配
置
等
、
様
々
な
工
夫
を
行
う
こ

と
。 

三 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
教
育
及
び
保
育
並
び
に
子
育
て
支
援
事
業
等
多
様
な
業
務
に
資
す
る
よ
う
、
認
定
こ
ど
も
園
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の
長
も
含
め
た
職
員
に
対
す
る
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
内
外
で
の
適
切
な
研
修
計
画
を
作
成
し
、
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。 

四 

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
と
登
録
を
受
け
た
者
と
の
相
互
理
解
を
図
る
こ
と
。 

五 
認
定
こ
ど
も
園
の
長
は
、
認
定
こ
ど
も
園
を
一
つ
の
園
と
し
て
多
様
な
機
能
を
一
体
的
に
発
揮
さ
せ
る
能
力
並
び
に
地
域
の

人
材
及
び
資
源
を
活
用
し
て
い
く
調
整
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。 

（
子
育
て
支
援
事
業
の
内
容
） 

第
十
二
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
護
者
に
対
す
る
子
育
て
の
支
援
は
、
保
護
者
が
子
育
て
に
つ
い
て
の
第
一
義
的
責
任
を
有

す
る
と
い
う
基
本
認
識
の
下
に
、
子
育
て
を
自
ら
実
践
す
る
力
の
向
上
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
教
育
及
び
保

育
に
関
す
る
専
門
性
を
十
分
に
活
用
し
、
子
育
て
支
援
事
業
の
う
ち
、
そ
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
に
対
す
る

需
要
に
照
ら
し
当
該
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
保
護
者
の
要
請
に
応
じ
適
切
に
提
供
し
得

る
体
制
の
下
で
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
は
、
地
域
の
人
材
、
社
会
資
源
等
の
活
用
を
図

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
こ
ど
も
園
の
長
） 

第
十
三
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
長
は
、
全
て
の
職
員
の
協
力
を
得
な
が
ら
一
体
的
な
管
理
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
う
ち
、
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
幼
稚
園
又
は
保
育
機
能
施
設
の
施
設

長
と
は
別
に
認
定
こ
ど
も
園
の
長
を
置
く
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
施
設
長
の
い
ず
れ
か
が
認
定
こ
ど
も
園
の
長
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

認
定
こ
ど
も
園
の
長
は
、
教
育
及
び
保
育
並
び
に
子
育
て
支
援
を
提
供
す
る
機
能
を
総
合
的
に
発
揮
さ
せ
る
よ
う
管
理
及
び
運

営
を
行
う
能
力
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
教
育
及
び
保
育
を
行
う
期
間
及
び
時
間
） 

第
十
四
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
を
行
う
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
八
時
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間
を
原
則
と
し
、
子
ど
も
の
保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
の
家
庭
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
認
定
こ
ど
も
園
の
長
が
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
開
園
日
数
及
び
開
園
時
間
は
、
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
を
適
切
に
提

供
で
き
る
よ
う
、
保
護
者
の
就
労
の
状
況
等
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
情
報
開
示
） 

第
十
五
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
保
護
者
が
多
様
な
施
設
を
適
切
に
選
択
で
き
る
よ
う
、
情
報
の
開
示
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
平
等
取
扱
原
則
） 

第
十
六
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
児
童
虐
待
防
止
の
観
点
か
ら
特
別
の
支
援
を
要
す
る
家
庭
、
ひ
と
り
親
家
庭
又
は
保
護
者
の
所
得

が
低
い
家
庭
の
子
ど
も
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
な
ど
、
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
子
ど
も
の
利
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

区
と
の
連
携
を
図
り
、
当
該
子
ど
も
の
受
入
れ
に
適
切
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
般
的
基
準
） 

第
十
七
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
耐
震
、
防
災
、
防
犯
等
子
ど
も
の
健
康
及
び
安
全
を
確
保
す
る
体
制
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
補
償
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
険
又
は
共
済
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
補
償
の
体
制
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
十
八
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
子
ど
も
の
通
園
、
園
外
に
お
け
る
学
習
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動

車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
子
ど
も
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
子
ど
も
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備

え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
子
ど
も
の
見
落
と
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し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
子
ど

も
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
子
ど
も
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
状
況
の
評
価
等
） 

第
十
九
条 
認
定
こ
ど
も
園
は
、
自
己
評
価
、
外
部
評
価
等
に
お
い
て
子
ど
も
の
視
点
に
立
っ
た
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
の
公
表

等
を
通
じ
て
教
育
及
び
保
育
の
質
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
掲
示
） 

第
二
十
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
建
物
又
は
敷
地
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
施
設
が
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
旨
の
表

示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
二
十
一
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
区
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

保
育
従
事
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
第

五
条
第
二
項
第
三
号
中
「
十
五
人
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
人
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
二
十
五
人
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
人
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
資
格
に
関
す
る
特
例
） 
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３ 

子
ど
も
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
子
ど
も
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
従
事
職
員
の
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
従
事
職
員
の
う
ち
一
人
は
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
区
長
が
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
し
、
又
は
登
録
を
受
け
た
者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

  （
説 

 

明
） 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
た
め
、
本

案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
六
号 

 
 

 

文
京
区
児
童
相
談
所
設
置
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
児
童
相
談
所
設
置
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
。 

（
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
） 

第
二
条 

児
童
相
談
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

   

（
委
任
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
区
長
が
別
に
定
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

名 
 

 

称 

 

位 
 

 
 

 
 

置 

 

所

管

区

域 

 

東
京
都
文
京
区
小
石
川
三
丁
目
十
四
番
七
号 

文
京
区
の
区
域 

文
京
区
児
童
相
談
所 
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（
文
京
区
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 
文
京
区
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
文
京
区
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
三
条
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

  （
説 

 

明
） 

文
京
区
児
童
相
談
所
を
新
設
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
最
低
基
準
の
目
的
等
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
基
準
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
一
時
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い

る
児
童
（
以
下
「
入
所
児
童
」
と
い
う
。
）
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練

を
受
け
た
職
員
（
児
童
相
談
所
長
及
び
一
時
保
護
施
設
の
管
理
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や

か
に
し
て
、
安
全
な
生
活
を
送
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

区
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
最
低
基
準
と
一
時
保
護
施
設
） 

第
四
条 

一
時
保
護
施
設
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
最
低
基
準
を
理
由
と
し
て
、
そ

の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
一
時
保
護
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
五
条 
一
時
保
護
施
設
は
、
入
所
児
童
の
権
利
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
は
、
児
童
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
一
時
保
護
施
設
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
は
、
自
ら
そ
の
行
う
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ

れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
一
時
保
護
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

一
時
保
護
施
設
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
入
所
児
童
の
保
健
衛
生
及
び
こ
れ
ら
の
児
童
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な

考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
六
条 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
軽
便
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と

も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

前
項
の
訓
練
の
う
ち
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
は
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
七
条 

一
時
保
護
施
設
は
、
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
当
該
一
時
保
護
施
設
の
設
備
の
安
全
点
検
、
職
員
、
児
童
等
に
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対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
一
時
保
護
施
設
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
教
育
、

職
員
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安

全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
八
条 

一
時
保
護
施
設
は
、
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運

行
す
る
と
き
は
、
児
童
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ

り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
所
し
た
児
童
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
） 

第
九
条 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
児
童
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
等
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
。 

（
児
童
の
権
利
擁
護
） 

第
十
条 

区
長
又
は
児
童
相
談
所
長
は
、
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
一
時
保
護
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
に
対
し
、
児
童
の
権

利
、
児
童
の
権
利
を
擁
護
す
る
仕
組
み
、
一
時
保
護
を
行
う
理
由
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
年
齢
、
発
達
の
状
況
そ
の
他

の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ
た
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
し
た
児
童
に
対
し
、
そ
の
意
見
又
は
意
向
（
意
見
聴
取
等
措
置
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
意

見
又
は
意
向
を
含
む
。
）
を
尊
重
し
た
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
の
権
利
の
制
限
） 
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第
十
一
条 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
児
童
の
権
利
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
、
や
む
を
得
ず
児
童
の
権
利
を
制
限
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
い
、
児
童
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
児
童
の
行
動
の
制
限
） 

第
十
二
条 
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
施
錠
等
に
よ
り
児
童
の
行
動
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
児
童
の
所
持
品
等
） 

第
十
三
条 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
理
由
が
な
く
、
児
童
の
所
持
す
る
物
の
持
込
み
を
禁
止
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
、
や
む
を
得
ず
児
童
の
所
持
す
る
物
の
持
込
み

を
禁
止
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
い
、
児
童
の
理
解
を
得
た
上
で
こ
れ
を
行
う
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
、
児
童
の
所
持
す
る
物
を
保
管
す
る
場
合
は
、
紛
失
、
盗
難
、
毀
損
等
が
生
じ
な
い
よ
う
な
設
備
に

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
十
四
条 

一
時
保
護
施
設
の
職
員
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
児
童
の

心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
十
五
条 

一
時
保
護
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
入
所
児
童
に
対
す
る
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施

す
る
た
め
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）

を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実

き 
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施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
一
時
保
護
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
設
備
の
基
準
） 

第
十
六
条 
一
時
保
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

児
童
の
居
室
、
学
習
等
を
行
う
室
、
屋
内
運
動
場
（
一
時
保
護
施
設
の
付
近
に
あ
る
屋
内
運
動
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含

む
。
第
八
号
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
屋
外
運
動
場
（
一
時
保
護
施
設
の
付
近
に
あ
る
屋
外
運
動
場

に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
第
八
号
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
相
談
室
、
食
堂
（
ユ
ニ
ッ
ト
（
居
室
、

居
室
に
近
接
し
て
設
け
ら
れ
る
相
互
に
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
、
浴
室
及
び
便
所
に
よ
り
一
体
的
に
構
成
さ
れ
る
場

所
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
定
員
が
お
お
む
ね
六
人
以
下
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
整
備
し
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い
て
食
事
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
調
理
室
、
浴
室
及
び
便

所
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

児
童
が
で
き
る
限
り
良
好
な
家
庭
的
環
境
に
お
い
て
安
全
に
、
か
つ
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ユ
ニ
ッ
ト

を
整
備
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

三 

児
童
の
居
室
は
、
児
童
が
穏
や
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
。 

四 

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乳
児
又
は
幼
児
の
み
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
六
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ

き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

五 

少
年
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
面
積
は
、
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。 



 

212 

六 

少
年
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
複
数
の
児
童
（
少
年
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
同
一
の
居
室
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
複
数
の
児
童
で
の
利
用
が
可
能
な
居
室
を
設
け
る
こ
と
。 

七 
入
所
児
童
の
年
齢
等
に
応
じ
、
男
子
と
女
子
の
居
室
を
別
に
す
る
こ
と
。 

八 

学
習
等
を
行
う
室
及
び
屋
内
運
動
場
又
は
屋
外
運
動
場
は
、
一
時
保
護
施
設
の
定
員
に
応
じ
た
必
要
な
面
積
を
有
す
る
こ
と
。 

九 

浴
室
及
び
便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
て
設
け
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

十 

居
室
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
す
る
児
童
の
年
齢
、
性
別
、
性
的
指
向
及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
性
的
指
向
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
等
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

十
一 

児
童
三
十
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
は
、
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。 

十
二 

児
童
の
生
活
の
場
は
、
児
童
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
十
分
に
配
慮
し
た
環
境
を
整
え
る
こ
と
。 

（
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
職
員
の
一
般
的
要
件
） 

第
十
七
条 

入
所
児
童
の
保
護
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業

に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
） 

第
十
八
条 

一
時
保
護
施
設
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽
に
励
み
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
一
時
保
護
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

区
長
は
、
一
時
保
護
施
設
の
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
入
所
児
童
の
権
利
の
擁
護
、
児
童
の
意
見
又
は
意

向
を
尊
重
し
た
支
援
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
す
る
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

さ
ん 
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（
職
員
） 

第
十
九
条 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

嘱
託
医
、
看
護
師
、
保
育
士
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託
す
る

一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
学
習
指
導
員
を
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理

業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
一
・
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
二
歳

以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
二
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
の
児
童
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す

る
。 

３ 

心
理
療
法
担
当
職
員
の
数
は
、
児
童
お
お
む
ね
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。 

４ 

学
習
指
導
員
の
数
は
、
児
童
の
人
数
に
応
じ
た
適
切
な
数
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
夜
間
の
職
員
配
置
） 

第
二
十
条 

一
時
保
護
施
設
（
ユ
ニ
ッ
ト
を
整
備
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
夜
間
、
職
員
二
人
以
上
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
夜
間
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
職
員
一
人
以
上
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
夜
間
に
置
か
れ
る
職
員
全
体
の
数
は
、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
児
童
相
談
所
の
開
庁
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
に
係

る
対
応
を
行
う
場
合
に
は
、
一
時
保
護
施
設
に
は
、
夜
間
、
前
二
項
に
規
定
す
る
職
員
と
は
別
に
、
当
該
対
応
の
た
め
に
必
要
な

職
員
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
時
保
護
施
設
の
管
理
者
等
） 
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第
二
十
一
条 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
人
格
が
高
潔
で
識
見
が
高
く
、
一
時
保
護
施
設
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
者
を
管

理
者
と
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
一
時
保
護
施
設
に
は
、
職
員
の
指
導
及
び
教
育
を
行
う
指
導
教
育
担
当
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
導
教
育
担
当
職
員
は
、
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
業
務
又
は
児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
の
福
祉
に
係
る
相
談
援
助
業
務
に

通
算
し
て
お
お
む
ね
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

一
時
保
護
施
設
の
管
理
者
及
び
指
導
教
育
担
当
職
員
は
、
二
年
に
一
回
以
上
、
一
時
保
護
施
設
の
運
営
に
関
す
る
必
要
な
知
識

の
習
得
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
行
う
研
修
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
研
修
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
児
童
指
導
員
の
資
格
） 

第
二
十
二
条 

児
童
指
導
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者
（
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
） 

二 

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

三 

精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

四 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、

教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 

五 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
又
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優

秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者 

六 

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
攻
す
る
研
究
科

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 
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七 

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者 

八 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の

課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有

す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の 

九 

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教

諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の 

十 

三
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の 

（
心
理
療
法
担
当
職
員
の
資
格
） 

第
二
十
三
条 

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、

心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理

療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
学
習
指
導
員
の
資
格
） 

第
二
十
四
条 

学
習
指
導
員
は
、
教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
（
そ
れ
ぞ
れ
学
校
教
育
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
い
う
。
）
を
入
所
さ

せ
る
一
時
保
護
施
設
で
あ
っ
て
学
習
指
導
員
を
二
人
以
上
置
く
も
の
に
あ
っ
て
は
、
教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
小
学
校
の
教

諭
の
免
許
状
を
有
す
る
学
習
指
導
員
及
び
教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
中
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
学
習
指
導
員
を
そ

れ
ぞ
れ
一
人
以
上
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
二
十
五
条 

一
時
保
護
施
設
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
当
該
一
時
保
護
施
設
の
設
備

及
び
職
員
の
一
部
を
併
せ
て
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
入
所
児
童
の
居
室
及
び
一
時
保
護
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所
児
童
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
二
十
六
条 

一
時
保
護
施
設
は
、
入
所
児
童
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
は
、
衛
生
的
な
管
理

に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
は
、
当
該
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の

訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
児
童
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
清
潔
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
に
、
入
所
児
童

を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

一
時
保
護
施
設
は
、
入
所
児
童
に
対
し
清
潔
な
衣
服
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
下
着
は
児
童
の

所
持
す
る
物
を
使
用
さ
せ
、
又
は
未
使
用
の
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
食
事
） 

第
二
十
七
条 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
、
入
所
児
童
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
当
該
一
時
保
護
施
設
内
で
調
理
す
る
方
法
（
第

二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
一
時
保
護
施
設
の
調
理
室
を
兼
ね
て
い
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
調
理
室
に
お
い
て
調
理
す
る

し
き 
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方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
、
入
所
児
童
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
そ
の
献
立
は
、
で
き
る
限
り
、
変
化
に
富
み
、
入
所
児

童
の
健
全
な
発
育
に
必
要
な
栄
養
量
を
含
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

食
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
入
所
児
童
の
身
体
的
状
況
及
び
嗜

好
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
て
家
庭

的
な
環
境
の
下
で
調
理
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

一
時
保
護
施
設
は
、
児
童
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
所
し
た
児
童
及
び
職
員
の
健
康
状
態
の
把
握
等
） 

第
二
十
八
条 

児
童
相
談
所
長
は
、
入
所
し
た
児
童
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
当
該
児
童
の
状
況
等
に
応
じ
、
医
師
又
は

歯
科
医
師
に
よ
る
診
察
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
措
置
の
実
施
に
よ
り
児
童
の
健
康
状
態
を
把
握
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
そ
の
結
果
必
要
な
事
項
を
入
所
し
た
児

童
の
健
康
を
記
録
す
る
表
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
一
時
保
護
の
解
除
及
び
医
療
上
の
措
置
等
必
要
な
手
続
を
と
る

こ
と
を
、
児
童
相
談
所
長
又
は
区
長
に
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
健
康
状
態
の
把
握
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
入
所
児
童
の
食
事
を
調
理
す
る
者
に
つ
き
、
綿
密
な
注
意

を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
養
護
） 

第
二
十
九
条 

一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
養
護
は
、
児
童
に
対
し
て
安
定
し
た
生
活
環
境
を
整
え
る
と
と
も
に
、
生
活
支
援
及
び
教

育
を
行
い
つ
つ
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

し 
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２ 

学
習
等
を
行
う
室
、
屋
内
運
動
場
、
屋
外
運
動
場
等
に
お
け
る
活
動
は
、
そ
れ
ら
の
面
積
及
び
利
用
す
る
児
童
数
を
勘
案
し
て
、

児
童
の
安
全
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
生
活
支
援
、
教
育
及
び
親
子
関
係
再
構
築
支
援
等
） 

第
三
十
条 
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
生
活
支
援
は
、
児
童
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
基
本
的
生
活
習
慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に

豊
か
な
人
間
性
及
び
社
会
性
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
教
育
は
、
児
童
が
そ
の
適
性
、
能
力
等
に
応
じ
た
学
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
相
談
、

助
言
、
情
報
の
提
供
等
の
支
援
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
に
在
籍
し
て
い
る
児
童
が
適
切
な
教
育
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
児
童
の
希
望
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
通
学
の
支
援
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

一
時
保
護
施
設
は
、
児
童
の
家
庭
の
状
況
に
応
じ
、
親
子
関
係
の
再
構
築
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
等
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

一
時
保
護
施
設
は
、
児
童
が
適
切
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
一
時
保
護
の
解
除
後
も
当
該
解
除
を
行
っ
た
児
童
相
談
所
に

必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
三
十
一
条 

児
童
相
談
所
長
は
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
必
要
に
応
じ
警
察
、
医
療
機
関
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て

児
童
の
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
時
保
護
施
設
内
部
の
規
程
） 

第
三
十
二
条 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
に
つ
き
規
程
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

入
所
す
る
児
童
の
支
援
に
関
す
る
事
項 
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二 

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項 

（
一
時
保
護
施
設
に
備
え
る
帳
簿
） 

第
三
十
三
条 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
入
所
児
童
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
三
十
四
条 
一
時
保
護
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
児
童
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

区
長
は
、
一
時
保
護
施
設
の
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
児
童
又
は
そ
の
家
族
の
秘

密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
三
十
五
条 

区
長
は
、
入
所
児
童
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け

る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

区
長
は
、
前
項
の
必
要
な
措
置
と
し
て
、
苦
情
の
公
正
な
解
決
を
図
る
た
め
に
、
苦
情
の
解
決
に
当
た
っ
て
当
該
一
時
保
護
施

設
の
職
員
以
外
の
者
を
関
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
三
十
六
条 

一
時
保
護
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お

い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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付 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
職
員
及
び
夜
間
の
職
員
配
置
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
確
保
の
状
況
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
数
及
び
夜
間
の
職
員
体
制
に

つ
き
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
当
該
一
時
保
護
施
設
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
れ

に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和

六
年 

 
 

月
文
京
区
条
例
第 

 
 

号
）
第
六
十
条
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
指
導
教
育
担
当
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
保
護

施
設
に
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
司
で
あ
っ
て
、
一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
指
導
及
び
教
育

を
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
と
し
て
児
童
相
談
所
長
が
適
当
と
認
め
た
者
を
指
導
教
育
担
当
職
員
と
し
て

置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

文
京
区
児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
、
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し

ま
す
。 
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議
案
第
三
十
八
号 

 
 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
、
次

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
八
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

第
十
八
条
の
三 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
）
が
満
六
歳
に
達
す
る
日
の
翌
日
以
後
の
最
初
の

四
月
一
日
か
ら
満
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
当
該
職
員
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一

日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
し
て
、
子
育
て
部
分
休

暇
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
に
関
し
そ
の
期
間
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

  
 

 

付 

則 
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こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 
明
） 

 

子
育
て
部
分
休
暇
制
度
を
新
設
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
三
十
九
号 

 
 

 

児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
規
約
の
と
お
り
東
京

都
に
委
託
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
を
東
京
都
に
委
託
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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別 
 

紙 文
京
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約 

  

（
委
託
事
務
の
範
囲
） 

 

第
一
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
京
区
（
以

下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施

設
に
係
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
執
行
を
東
京
都
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。 

（
管
理
及
び
執
行
の
方
法
） 

第
二
条 

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
及
び
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
経
費
の
負
担
） 

第
三
条 

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
甲
の
負
担
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
託

事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を
甲
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
収
入
の
帰
属
） 

第
四
条 

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
使
用
料
及
び
手
数
料
並
び
に
財
産
収
入
及
び
諸
収
入
は
、
全
て
乙
の
収
入
と
す
る
。 

（
収
入
及
び
支
出
の
経
理
） 

第
五
条 

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
経
理
を
明
確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。 

（
収
入
及
び
支
出
の
精
算
） 

第
六
条 

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
速
や
か
に
委
託
事
務
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
精
算
を
行
い
、
そ
の
明
細
を
甲
に
通
知
す
る
。 
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（
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置
） 

第
七
条 

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
乙
の
条
例
等
が
制
定
さ
れ
、
若
し
く
は
廃
止
さ
れ
、
又
は
そ
の
全
部

若
し
く
は
一
部
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
託
事
務
の
廃
止
に
伴
う
決
算
処
理
等
） 

第
八
条 

委
託
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出

は
、
当
該
廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算
す
る
。 

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
細
目
） 

第
九
条 

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し
て
定
め

る
。 

 

附 

則 
 

 

こ
の
規
約
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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議
案
第
四
十
号 

 
 

 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
条
第
七
号
及
び
第
七
号
の
三
に
規
定
す
る
費
用
の
支
弁
に
関
す
る

事
務
等
を
処
理
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

別
紙
規
約
の
と
お
り
港
区
、
品
川
区
、
世
田
谷
区
、
中
野
区
、
豊
島
区
、
荒
川
区
、
板
橋
区
、
葛
飾
区
及
び
江
戸
川
区
と
共
同
し
て

内
部
組
織
を
設
置
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
い
て
、
措
置
費
共
同
経
理
課
を
共
同
設
置
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の

七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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別 
 

紙 児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
特
別
区
に
お
け
る
措
置
費
共
同
経
理
課
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約 

  

（
共
同
設
置
す
る
特
別
区
） 

第
一
条 

港
区
、
文
京
区
、
品
川
区
、
世
田
谷
区
、
中
野
区
、
豊
島
区
、
荒
川
区
、
板
橋
区
、
葛
飾
区
及
び
江
戸
川
区
（
以
下
「
関

係
区
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

共
同
し
て
内
部
組
織
を
設
置
す
る
。 

 

（
名
称
） 

第
二
条 

関
係
区
が
共
同
設
置
す
る
内
部
組
織
の
名
称
は
、
措
置
費
共
同
経
理
課
と
す
る
。 

 

（
執
務
場
所
） 

第
三
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
の
執
務
場
所
は
、
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
五
番
一
号
東
京
区
政
会
館
内
と
す
る
。 

 

（
幹
事
と
な
る
特
別
区
） 

第
四
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
で
処
理
す
る
事
務
の
幹
事
と
な
る
特
別
区
（
以
下
「
幹
事
区
」
と
い
う
。
）
は
、
関
係
区
の
長
の
協

議
に
よ
り
定
め
る
。 

 

（
処
理
す
る
事
務
） 

第
五
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
で
処
理
す
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
条
第
七
号
及
び
第
七
号
の
三
に
規
定
す
る
費
用
の
支
弁
に
関

す
る
事
務
で
関
係
区
の
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
も
の 

二 

前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
付
随
す
る
事
務
で
関
係
区
の
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
も
の 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
関
係
区
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
関
係
区
の
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
も
の 
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（
職
員
の
選
任
方
法
） 

第
六
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
の
職
員
は
、
関
係
区
の
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
職
員
の
候
補
者
の
う
ち
か
ら
、
幹
事
区
の
長
が
こ

れ
を
選
任
す
る
。
た
だ
し
、
幹
事
区
の
長
が
幹
事
区
の
職
員
か
ら
候
補
者
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
候
補
者
の
う
ち
か
ら
、
幹
事

区
の
長
が
こ
れ
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

幹
事
区
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
職
員
の
氏
名
及
び
職
歴
を
、
幹
事
区
以
外
の
関
係
区
（
以
下
「
他
区
」
と

い
う
。
）
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

幹
事
区
の
長
は
、
措
置
費
共
同
経
理
課
の
職
員
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
他
区
の
長
に
通
知
す
る
と
と

も
に
、
第
一
項
の
例
に
よ
り
措
置
費
共
同
経
理
課
の
職
員
を
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
職
員
の
身
分
取
扱
い
） 

第
七
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
の
職
員
は
、
幹
事
区
の
職
員
の
身
分
を
有
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。 

 

（
負
担
金
） 

第
八
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
に
関
す
る
関
係
区
の
負
担
金
の
額
、
精
算
の
時
期
及
び
精
算
の
方
法
（
以
下
「
負
担
金
の
額
等
」
と

い
う
。
）
は
、
関
係
区
の
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
。 

 

（
予
算
） 

第
九
条 

第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
国
庫
負
担
金
等
の
歳
入
予
算
及
び
前
条
に
規
定
す
る
負
担
金
の
歳
出
予
算
は
、
関
係

区
の
そ
れ
ぞ
れ
の
予
算
に
計
上
す
る
。 

２ 

措
置
費
共
同
経
理
課
に
関
す
る
歳
入
予
算
及
び
歳
出
予
算
（
前
条
に
規
定
す
る
負
担
金
の
歳
出
予
算
を
除
く
。
）
は
、
幹
事
区

の
予
算
に
計
上
す
る
。 

 

（
決
算
） 

第
十
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
に
係
る
決
算
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
関
係
区
の
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
。 
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（
監
査
） 

第
十
一
条 

措
置
費
共
同
経
理
課
に
係
る
監
査
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
関
係
区
の
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
。 

 

（
条
例
等
の
調
整
） 

第
十
二
条 
関
係
区
の
長
は
、
措
置
費
共
同
経
理
課
で
処
理
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
す
る
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
に

つ
い
て
、
相
互
に
調
整
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
協
定
の
締
結
） 

第
十
三
条 

関
係
区
の
長
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
幹
事
区
、
第
五
条
に
規
定
す
る
処
理
す
る
事
務
、
第
八
条
に
規
定
す
る
関
係
区

の
負
担
金
の
額
等
、
第
十
条
に
規
定
す
る
決
算
及
び
第
十
一
条
に
規
定
す
る
監
査
に
つ
い
て
、
別
に
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

関
係
区
の
長
は
、
前
項
の
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
そ
の
協
定
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
補
則
） 

第
十
四
条 

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
措
置
費
共
同
経
理
課
に
係
る
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
関
係
区
の
長
の
協
議

に
よ
り
定
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
約
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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議
案
第
四
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

令
和
二
年
七
月
二
日
契
約
第
二
千
四
百
八
号
に
よ
り
締
結
し
た
文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事
請
負
契
約
の
一
部
を
左
記
の

と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
五
十
九
億
百
七
十
六
万
四
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
前
の
契
約
金
額 
金
五
十
四
億
六
千
四
百
二
十
五
万
円
） 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

飛
島
・
小
野
組
・
伊
藤
工
業
建
設
共
同
企
業
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飛
島
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役
社
長 
乘
京
正
弘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
一
番
十
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
小
野
組 
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代
表
取
締
役
社
長 

猪
又
正
巳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
本
郷
二
丁
目
三
十
一
番
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊
藤
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

佐
々
木
淳
子 

  

（
説 

 

明
） 

 

工
事
の
内
容
の
変
更
等
に
伴
い
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十

六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三

月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
三
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 
 

令
和
二
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 
学
校
教
育
費 

令
和
三
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 
学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
四
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
五
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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ソ
ン
パ 

 

議
案
第
四
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
と
松
坡
区
と
の
姉
妹
都
市
提
携
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
と
松
坡
区
と
の
姉
妹
都
市
提
携
に
つ
い
て 

文
京
区
は
、
大
韓
民
国
ソ
ウ
ル
特
別
市
松
坡
区
と
姉
妹
都
市
関
係
を
締
結
す
る
。 

  （
説 

 

明
） 

文
京
区
と
松
坡
区
は
、
令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
、
友
好
都
市
提
携
に
向
け
て
の
覚
書
へ
調
印
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
相
互
の
友

好
関
係
を
一
層
堅
固
な
も
の
と
す
る
た
め
、
姉
妹
都
市
関
係
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公

の

施

設 
 

東
京
都
文
京
区
目
白
台
一
丁
目
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園 

二 

指
定
管
理
者 

 

肥
後
細
川
庭
園
お
も
て
な
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
港
区
南
麻
布
一
丁
目
六
番
三
十
号 

株
式
会
社
日
比
谷
花
壇 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
野
区
上
高
田
五
丁
目
二
十
八
番
十
六
号 

東
京
サ
ニ
テ
イ
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
世
田
谷
区
千
歳
台
一
丁
目
一
番
十
八
号 

株
式
会
社
ラ
ン
ド
フ
ロ
ー
ラ 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 



239 

議
案
第
四
十
四
号 

 
 

文
京
区
立
小
石
川
図
書
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

 
 

 
 

 

文
京
区
立
小
石
川
図
書
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ 

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公
の
施
設 

 
 

 
 

       

二 

指
定
管
理
者 

 

東
京
都
文
京
区
大
塚
三
丁
目
一
番
一
号 

文
京
区
立
大
塚
公
園
み
ど
り
の
図
書
室 

文
京
区
立
湯
島
図
書
館 

文
京
区
立
目
白
台
図
書
館 

文
京
区
立
本
駒
込
図
書
館 

文
京
区
立
小
石
川
図
書
館 

 
 

 
 

 
 

名 
 

 
 

 
 

称 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
大
塚
四
丁
目
四
十
九
番
二
号 

東
京
都
文
京
区
本
郷
三
丁
目
十
番
十
八
号 

東
京
都
文
京
区
関
口
三
丁
目
十
七
番
九
号 

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
四
丁
目
三
十
五
番
十
五
号 

東
京
都
文
京
区
小
石
川
五
丁
目
九
番
二
十
号 

 
 

 
 

 
 

 

位 
 

 
 

 
 

置 
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株
式
会
社
図
書
館
流
通
セ
ン
タ
ー 

三 
指
定
の
期
間 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

 
 （

説 
 

明
） 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
四
十
五
号 

 
 

文
京
区
立
本
郷
図
書
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

 
 

 
 

 

文
京
区
立
本
郷
図
書
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ 

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公
の
施
設 

 
 

       

二 

指
定
管
理
者 

 

ヴ
ィ
ア
ッ
ク
ス
・
紀
伊
國
屋
書
店
共
同
事
業
体 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
中
野
区
弥
生
町
二
丁
目
八
番
十
五
号 

文
京
区
立
根
津
図
書
室 

文
京
区
立
千
石
図
書
館 

文
京
区
立
水
道
端
図
書
館 

文
京
区
立
本
郷
図
書
館 

 
 

 
 

 
 

名 
 

 
 

 
 

称 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
根
津
二
丁
目
二
十
番
七
号 

東
京
都
文
京
区
千
石
一
丁
目
二
十
五
番
三
号 

東
京
都
文
京
区
水
道
二
丁
目
十
六
番
十
四
号 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
三
丁
目
二
番
六
号 

 
 

 
 

 
 

 

位 
 

 
 

 
 

置 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

242 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ヴ
ィ
ア
ッ
ク
ス 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
目
黒
区
下
目
黒
三
丁
目
七
番
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
紀
伊
國
屋
書
店
東
京
営
業
本
部 

三 

指
定
の
期
間 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

 
 （

説 
 

明
） 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

 



 


